
(別記関係団体) 御中

「「特定機能病院に関する事項について」の一部改正等について」について(周知依

頼)

標記について、別添のとおり、各都道府県知事宛てに通知しましたので、ご了知い

ただくとともに、貴団体会員等へ周知いただきますようぉ願いいたします。

事務連

令和8年6月

厚生労働省医政局地域医療計画課

絡

4日

収受
NO.ンb

-5

卦着護゛ケ



(呂嘱己)

国家公務員共済組合連合会

社会福祉法人恩賜財団済生会

社会福祉法人北海道社会事業協会

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会

公益社団法人全国自治体病院協議会

公益社団法人全日本病院協会

総務省自治行政局公務員部福利課

一般社団法人日本医療法人協会

公益社団法人日本看護協会

公益社団法人日本助産師会

公益社団法人日本歯科医師会

一般社団法人日本私立医科大学協会

公益社団法人日本精神科病院協会

一般社団法人日本病院会

日本病院団体協議会

公益社団法人日本薬剤師会

全国厚生農業協同組合連合会

日本赤十字社

独立行政法人労働者健康安全機構

独立行政法人国立病院機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

一般社団法人日本慢性期医療協会

一般社団法人全国公私病院連盟会

一般社団法人国立大学病院長会議事務局

健康保険組合連合会

公益社団法人日本歯科衛生士会

公益社団法人日本歯科技工士会

一般社団法人日本病院薬剤師会

公益社団法人日本診療放射線技師会

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

一般社団法人日本医療機器産業連合会

日本製薬団体連合会

公益社団法人日本臨床工学技士会

一般財団法人医療関連サービス振興会

一般社団法人日本衛生検査所協会

一般社団法人日本病院寝具協会

一般社団法人日本精神科看護協会

防衛省人事教育局



公益社団法人全国老人保健施設協会

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタ

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

国立健康危機管理研究機構

宮内庁長官官房秘書課

法務省矯正局

一般社団法人全国医学部長病院長会議

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

欧州ビジネス協会医療機器・1VD委員会

一般社団法人米国医療機器・1VD工業会

独立行政法人地域医療機能推進機構

一般社団法人日本医療安全調査機構

公益財団法人日本医療機能評価機構

公益社団法人日本産婦人科医会

日本医学会

一般社団法人日本看護系学会協議会

日本歯科医学会

一般社団法人日本医療薬学会

一般社団法人医療の質・安全学会

一般社団法人医療安全全国共同行動

出入国在留管理庁出入国管理部警備課

文部科学省高等教育局医学教育課



ーー〕 殿

特定機能病院の業務報告につきましては、「医療法の一部を改正する法律の

部の施行について」(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長

通知)に定める様式に基づき報告等を求めてきたところです。

また、令和8年4月24日に医療法施行規則の一部を改正する省令(令和8年

厚生労働省令第84号。以下「改正省令」という。)が公布等され、改正省令の趣

旨については「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について」(令和

8年4月24日付け医政発0424第 7 号厚生労働省医政局長通知。以下「公布等

通知」という。)において周知しているところです。

今般、公布等通知において、追って通知する予定としていた、特定機能病院の

業務報告に係る様式ついて、別添1の新旧対照表のとおり「特定機能病院に関す

る事項について」(令和8年4月24日付け医政発第9号厚生労働省医政局長通

知)を本日付けで改正することとしたため、貴職におかれてはこれを御了知いた

だくとともに、管下医療機関、関係団体等に対し周知方お願いします。また、改

正省令における医療安全に係る規定は令和9年4月1日から施行されるもので

あることから、様式中の当該規定に係る項目については、令和8年度の業務報告

においては報告を要しないことに留意されたい。

そのほか、公布等通知につきまして、一部に誤植がありましたので、別添2

のとおり正誤表と修正後の全文を送付いたします。なお、本通知は、地方自治

法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言

であることを申し添えます。

「特定機能病院に関する事項について」の一部改正等について

医政発 0604第3号

令和 8年6月4日

厚生労働省医政局長

(公印省略)



ーー各 殿

医療の高度化等により、高度と考えられる医療提供の中に、特定機能病院以外の病

院でも実施されているものや、特定機能病院とそれ以外の病院で実施件数が変わらな

いものがみられるようになってきていること、また、新たな地域医療構想の取組や医

師偏在是正に向けた総合的な対策が実施されるなど、医療を取り巻く社会情勢が変化

していることを受け、「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」

において特定機能病院が果たすべき役御卜機能について改めて検討を行い、令和7年

9月に「特定機能病院のあり方に関するとりまとめ」をとりまとめました。

これを踏まえ、本日公布された医療法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚

生労働省令第84号。以下「改正省令」という。)により、下記のとおり、医療法施行

規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)の一部を改正することと

し、医療安全に関する改正は令和9年4月1日に、その他の改正については本日付け

でそれぞれ施行されることとなりました。

貴職におかれましては、これらを十分御了知の上、管下医療機関、関係団体等に対

し周知方よろしくぉ願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定

に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について

医政発 0424 第 7 号

令和 8年4月24日

厚生労働省医政局長

(公印省略)

弟1

1

改正の内容

特定機能病院の有すべき診療科の追加

規則第6条の4第1項の規定に基づき特定機能病院が有すべき診療科に、りハ

記



ビリテーションを行う診療科、病理診断を行う診療科、臨床検査を行う診療科、

形成外科を行う診療科及び総合的な診療を行う診療科を追加する。(※)なお、規

則第6条の3第3項に規定する特定機能病院は13以上の診療科を有すべきものと

する。(規則第6条の4第1項及び第4項関係)

※りハビリテーション科、病理診断科、臨床検査科、形成外科については、医療

法(昭和23年法律第205号)第6条の6第1項に規定する診療科名に含まれて

いるがそれらの標楞の必要はないこと。また、総合的な診療を行う診療科につ

いては、医療法第6条の6第1項に規定する診療科名には含まれていないこと

に留意すること。

業務報告書の記載事項の追加

規則第9条の2の2第1項の規定に基づき、特定機能病院の開設者が厚生労働

大臣に提出する業務報告書の記載事項に「収益及び費用の内容」を追加する。(規

則第9条の2の2関係)

特定機能病院の管理者の講ずべき事項の追加

特定機能病院の管理者は、次に掲げる事項を講ずべきこととする。

(1)地域における医療の確保のために必要な事項を行うこと。(規則第9条の

20第1項第1号ホ関係)

(2)臨床研究の適正かつ円滑な実施を支援するための部門を設置すること。

(規則第9条の20第1項第2号口関係)

(3)次に掲げるところにより、高度の医療に関する研修等を行わせるとと。

(規則第9条の20第1項第3号関係)

イ医学生に対する研修を適切に行わせること。

口薬学生及び薬剤師に対する研修を行わせる体制を適切に整備すること。

ハ看護学生に対する研修を行わせ、かつ、看護師に対する研修を行わせる

体制を適切に整備すること。

(4)医療安全管理責任者に関し、管理者に対して医療に係る安全の確保のた

めに必要な補助及び助言をさせること。(規則第9条の20の2第1項第1

号関係)

(5)次に掲げる事象が発生した場合に、従事者に速やかに医療安全管理部門

に対して、当該事象の発生の事実及び発生前の状況を報告させること。(規

則第9条の20の2第1項第9号関係)

イ患者の生命及び健康に与える影響が大きい事象であって、その発生を回

避するための方法が普及している事象が発生した場合

口患者の生命及び健康に与える影響が大きい事象であって、その発生を回

避できる可能性が必ずしも高いとは認められない事象が発生した場合

(6)医療安全管理部門に対して、規則第9条の20の2第1項第9号イ



(1)、(2)及び(4)に掲げる事象が発生した場合、並びに、同号イ

(3)に掲げる事象が発生し医療安全管理部門において疑義が生じた場合

には、同項第6号口に規定する確認＼説明及び指導を行わせること。(規則

第9条の20の2第1項第9号口関係)

(フ)規則第9条の20の2第1項第9号口(1)の規定に基づき医療安全管理

委員会から報告を受けた場合及び管理者が必要と認める場合において、従

業者に対して必要な指導を確実に行うこと。(規則第9条の20の2第1項

第9号ハ関係)

4 臨床研究中核病院の管理者の講ずべき事項の追加

臨床研究中核病院の管理者は、次に掲げる事項を講ずべきこととする。

(1)規則第9条の25第4号ホに規定する監査委員会に当該病院と利害関係の

ない者として含めるべきとされている「医療に係る安全管理に関する識見

を有する者」について、医療安全管理部門に配置された専従の医師、薬剤

師又は看護師として三年以上の経験がある者から選任すること。(規則第9

条の 25 第4号ホ(2)(i)関係)

2)監査委員会に対して、管理者の医療に係る安全管理に関する業務の状況

を確認させること。(規則第9条の 25第4号ホ(4)(i)関係)

(3)監査委員会に対して、医療安全管理者の業務の状況についても、管理者

等から報告を求めさせ、又は必要に応じて自ら確認させること。(規則第9

条の 25 第4号ホ(4)(註)関係)

特定機能病院の開設者の講ずべき事項の追加

4と同様の改正を行うこと。(規則第15条の4関係)

6 特定機能病院に置くべき医師

特定機能病院においては、規則第22条の2第1項の規定による医師の配置基準

数の半数以上が、同条第3項に規定する専門の医師である必要があるとしている

ところ、同項で定める専門の医師の対象に、りハビリテーション科、病理診断

科、臨床検査科、形成外科、総合診療の専門医を追加する。(規則第22条の2第

3項関係)

第2 経過措置等

1 改正省令は公布の日から施行すること。ただし、第1の3 (4)~(フ)、第1

の4及び第1の5に係る規定は、令和9年4月1日から施行すること。

2 改正省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けてい

る特定機能病院(規則第6条の3第3項に規定する特定機能病院を除く。)であっ

て、規則第6条の4第1項の規定に適合するものではないものに対する同項の適



用については、同項に規定する診療科名及び診療科に係る診療を開始するための

計画を記載した書類を厚生労働大臣に提出した場合に限り、令和Ⅱ年4月1日ま

で(当該計画に基づき規則第6条の4第1項の規定に適合することとなったとき

は、そのときまで)の間は、なお従前の例による。

3 改正省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けてい

る特定機能病院であって規則第9条の20第1項第1号ホに適合するものではない

ものにっいては、当分の間、規則第6条の3、第6条の4、第9条の2の2、第

9条の20及び第22条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けてい

る特定機能病院であって規則第9条の20第1項第3号ハ及び二の規定に適合する

ものではないものについては、同号ハ及び二に規定する体制の整備を開始するた

めの計画を記載した書類を厚生労働大臣に提出した場合に限り、令和9年4月1

日まで(当該計画に基づき当該体制を適切に整備することとなったときは、その

ときまで)の間は、同号ハ及び二の規定は適用しない。

第3 関係通知について

特定機能病院に関する事項については、「医療法の一部を改正する法律の一部の

施行について」(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知)

によりお示ししているところですが、改正省令による改正後の特定機能病院に関

する事項については、別途通知でお示しする予定です。また、特定機能病院の業

務報告につきましては、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」

(平成5年2月15日健政発第98号)に定める様式に基づき報告等を求めている

ところですが、当該様式についても、追って周知する予定です。

以上



〔・ー各 殿

〔改正後全文〕

医政発 0424 第 9

令 和 8年4月24

最終改正医政発 0604 第 3

令和8年6月4日

特定機能病院に関する事項については、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行

について」(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知)によりお

示ししてきたところです。

今般、医療の高度化等により、高度と考えられる医療提供の中に、特定機能病院以

外の病院でも実施されているものや、特定機能病院とそれ以外の病院で実施件数が変

わらないものがみられるようになってきていること、また、新たな地域医療構想の取

組や医師偏在是正に向けた総合的な対策が実施されるなど、医療を取り巻く社会情勢

が変化していることを受け、「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検

討会」において特定機能病院が果たすべき役割・機能について改めて検討を行い、令

和7年9月に「特定機能病院のあり方に関するとりまとめ」をとりまとめました。

とれを踏まえ、本日公布された医療法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚

生労働省令第84号。以下「令和8年改正省令」という。)により、下記のとおり、医

療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部を改正することとし、医療安全に

関する改正は令和9年4月1日に、その他の改正については本日付けでそれぞれ施行

されることとなりました。

また、特定機能病院の業務報告につきましては、「医療法の一部を改正する法律のー

部の施行について」に定める様式に基づき報告等を求めているところですが、当該様

式についても、追って周知する予定です。

貴職におかれては、内容について御了知の上、管下医療機関、関係団体等に対し周

知方よろしくぉ願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第釘号)第245条の4第1項の規定

特定機能病院に関する事項について

厚生労働省医政局長

(公印省略)

号
日
号



に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

1 趣旨

特定機能病院制度は、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度

の医療技術の開発及び評価、医療の高度の安全の確保、高度の医療に関する研修等並び

に地域の医療への人的協力を含む地域における医療の確保を実施する能力を備え、かか

る病院としてふさわしい人員配置、構造設備等を有する大学病院本院について特定機能

病院の名称を承認するものであること(以下「特定機能病院A」という。)。また、独立

行政法人通則法(平成Ⅱ年法律第103号)第35条の4第1項に規定する中長期目標又

は国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第27条第1項に規定する中期

目標に基づき運営され、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする特

定機能病院(以下「特定機能病院B」という。)については、特定機能病院Aと異なる承

認要件を設定すること。なお、令和8年改正省令の施行の際現に特定機能病院であって、

令和8年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条の20第1項第1号ホの規定を

満たさない特定機能病院(以下「その他の特定機能病院」という。)については、令和8

年改正省令による医療安全に関する第9条の 20の2、第9条の20及び第 15条の4の

改正規定を除き、当分の間、なお従前の例によることとし、引き続き特定機能病院とし

ての取扱いとすること。

記

2 承認手続等

①特定機能病院の承認を受けようとする者は、医療法施行規則第6条の3第1項

の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した承認申請書に同条第2項各号に掲げ

る書類を添えて厚生労働大臣に提出するものであること。その際の承認申請書及び添

付書類の標準様式は様式第1~第8のとおりであるとと。

②承認申請書及び添付書類は、正本1通、副本2通を厚生労働省医政局地域医療

計画課あて送付するものであること。

③医療法施行規則第6条の3第1項第7号に規定する「管理者の医療に係る安全

管理の業務の経験」とは、下記のいずれかの業務に従事した経験を有するものである

こと。

①医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者の業務

②医療安全管理委員会の構成員としての業務

③医療安全管理部門における業務

④その他上記に準じる業務

④医療法施行規則第6条の3第1項第Ⅱ号に規定する「紹介率の前年度の平均値」

及び同項第 12 号に規定する「逆紹介率の前年度の平均値」とは、それぞれ医療法施



行規則第9条の 20第1項第6号イ及び第7号イに規定するそれぞれの要素について、

申請を行う年度の前年度の総数をあてはめて算出する値を意味するものであること。

(5)医療法施行規則第6条の3第2項第6号に規定する書類については、医療法施

行規則第9条の 22 の規定により、診療に関する諸記録が閲覧に供することができる

書類とされていないため、当面、添付を省略する取扱いとするものであること。

(6)医療法施行規則第6条の3第2項第16号に規定する「第一条の十一第一項各号

に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二規定による公表並びに第九条の二

十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を

行っていることを証する書類」には、医療に係る安全管理のための指針の整備状況、

医療安全管理委員会の設置及び業務実施状況、医療法施行規則第1条のⅡ第1項第

3号に規定する医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況、医療機関内におけ

る事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の状況、医療安

全管理責任者及び専任の院内感染対策を行う者の配置状況、医薬品安全管理責任者の

業務実施状況、医療法第1条の4第2項に規定する説明に関する責任者及び診療録そ

の他の診療に関する記録の管理に関する責任者の配置状況、医療安全管理部門の業務

実施状況、医療安全管理部門における専従の医師、薬剤師及び看護師の配置状況、医

療法施行規則第1条のⅡ第2項第4号に規定する高難度新規医療技術(以下「高難

度新規医療技術」という。)の実施の適否等を決定する部門の設置状況、医療法施行

規則第1条のⅡ第2項第4号に規定する未承認新規医薬品等(以下「未承認新規医

薬品等」という。)の使用の適否等を決定する部門の設置状況、入院患者が死亡した

場合等の医療安全管理部門への報告状況及び当該報告に係る医療安全管理委員会の

業務の状況、他の特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」とい

う。)の管理者と連携した従業者の相互立入り及び技術的助言の実施状況、当該病院

内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況、医療法施行規則

第9条の20の2第1項第 12号及び第13号に規定する医療に係る安全管理のための

職員研修の実施状況に関する書類、医療法施行規則第 15条の4第4号に規定する医

療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口

の設置状況、医療法施行規則第9条の20の2第13号の2に規定する第3者による評

価の受審状況、当該評価に基づき改善のために講ずべき措置の内容の公表状況、当該

評価を踏まえ講じた措置の状況を含むものであること。

(フ)承認申請書等が提出された場合、医療法施行規則第6条の3第4項の規定によ

り、病院所在地の都道府県知事あてに当該申請書の写しを送付することとしているの

で、貴職におかれても特定機能病院の承認申請状況に留意するとともに、地域医療の

推進に当たって参考とされたいこと。なお、厚生労働大臣において特定機能病院の承

認又は承認の取り消しを行った場合には、その旨を病院所在地の都道府県知事にも速

やかに通知するものであること。

(8)医療法施行規則第6条の4第1項に規定するりハビリテーションを行う診療科、

病理診断を行う診療科、臨床検査を行う診療科、形成外科を行う診療科及び総合的な

診療を行う診療科については、当該診療科において提供されるべき医療が、他の診療



科又は部門において実質的に提供されている場合には、医療法施行規則第6条の4第

1項の規定を満たしているとみなして差し支えないこと。なお、りハビリテーション

科、病理診断科、臨床検査科、形成外科については、医療法第6条の6第1項に規定

する診療科名に含まれているがそれらの標袴の必要はないこと。また、総合的な診療

を行う診療科については、医療法第6条の6第1項に規定する診療科名には含まれて

いないことに留意すること。

(9)医療法施行規則第6条の4第2項において読み替えられた同条第1項に規定す

る「アレルギー疾患と内科とを組み合わせた名称」は、「アレルギー疾患内科」又は

「アレノレギー科」とすること。

(1の医療法施行規則第6条の4第2項において読み替えられた同条第1項に規定す

る「心臓と外科とを組み合わせた名称」、「血管と外科とを組み合わせた名称」は、こ

れらを併せて「心臓血管外科」とすることができること。この場合において、「心臓血

管外科」を標楴していれば「心臓と外科とを組み合わせた名称」及び「血管と外科と

を組み合わせた名称」を標袴しているといえること。

(11)医療法施行規則第6条の4第5項の規定により標楴する診療科として歯科を含

まない特定機能病院については、将来的にはより充実した歯科医療体制を整備するこ

とが望まれること。

a2)令和8年改正省令施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定により承認を受

けている特定機能病院(医療法施行規則第6条の3第3項に規定する特定機能病院を

除く。)であって、医療法施行規則第6条の4第1項の規定に適合しない病院につい

ては、同項に規定する診療科名及び診療科に係る診療を開始するための計画を記載し

た書類(以下「診療科の設置に係る計画書」という。)を出した場合に限り、令和Ⅱ

年4月1日まで(当該計画に基づき医療法施行規則第6条の4第1項の規定に適合す

ることとなったときは、そのときまで)の間は、なお従前の例によること。また、そ

の際の作成様式は、様式第8のとおりであること。

(13) a2)の診療科の設置に係る計画書は、正本1通、副本1通を厚生労働省医政

局地域医療計画課あて送付すること。

(14)医療法施行規則第9条の20第1項第1号ホに規定する「その他病院の種類に

応じた地域における医療の確保のために必要な事項を行うこと。」について、設立か

らの期間が短く、人的協力を行うための十分な医師数を当該大学病院本院で育成する

ことが、承認申請時点では困難と考えられる場合(概ね設立から 15年以内を想定。)

にっいては、本通知の「6 管理者の業務遂行」(2)ア(ア)に規定する「地域への

一定の人的協力を行うことを満たしていない場合であっても、その他すべての要件

が満たされている場合に限り、承認申請時点での実績及び当該基準を満たすまでの年

次計画を添えて申請して差し支えない。当該申請の具体的な取扱いについては、社会

保障審議会の意見を聴いて決定する。また、年次計画の作成様式は、様式第8のとお

りであること。

(15)なお、病院の管理運営や管理者の選任等の透明化を図る観点から、次に掲げる

事項及び書類を公表すること。



ア医療法施行規則第7条の2の2の規定に基づく管理者の資質及び能力に関する

基準として定める事項

イ法第10条の2第2項の規定に基づく合議体の設置に関する書類

ウ法第16条の3第2項の規定に基づく合議体の運営に関する書類

工法第19条の2第1号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類

オ法第 19 条の2第2号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書

類

力法第 19 条の2第3号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合すること

を確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制

関する書類

管理者の選任

(1)医療法施行規則第7条の2の2第1項に規定する「管理者の選任」に当たり、特

定機能病院の開設者は次のことに留意しなければならないこと。

ア選挙等による選任では、医療安全管理経験をはじめ管理者に必要な資質・能力の

優劣を反映する結果にならないおそれがあるため、法第 10 条の2第2項に規定す

る合議体の審査結果を踏まえ、選考過程の透明性が確保されるよう留意すること。

イ法第10条の2第2項に規定する合議体の審査結果を踏まえて行うこと。

②医療法施行規則第7条の2の2第1項第1号に規定する「医療の安全の確保の

ために必要な資質及び能力」には、医療安全管理業務の経験や>患者安全を第一に考

える姿勢及び指導力が含まれること。

③医療法施行規則第7条の2の2第1項第2号に規定する殊且織管理能力等の当

該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力」には、当該病院内外での組織管理経

験が含まれること。

④医療法施行規則第7条の3第1項第1号に規定する「委員名簿及び委員の選定

理由」の公表の際には、委員の経歴についても公表すること。

(5)医療法施行規則第7条の3第2項第2号に規定する「一定額」とは、年間50万

円を基本とすること。

(6)医療法施行規則第7条の3第2項第3号に規定する「一定額」とは、年間50万

円を基本とすること。

4 承認後の変更手続

①特定機能病院の開設者は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の3

の規定により、医療法施行規則第3条の2に規定する事項に変更があった場合には、

10日以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものであること。その

際の届出の様式は様式第9のとおりであること。

②届出書は、正本1通、副本1通を厚生労働省医政局地域医療計画課あて送付す

るものであること。



5 業務報告書

(1)特定機能病院の開設者は、医療法施行規則第9条の2の2第1項各号に掲げる

事項を記載した業務報告書を毎年10月5日までに地方厚生(支)局長に提出しなけ

れぱならないものであること。その際の標準様式は様式第2から第7まで並びに第10

及び第Ⅱのとおりであること。

(2)業務報告書は、正本1通、副本2通を特定機能病院の開設地を管轄する地方厚

生(支)局医政主管部局あて送付するものであること。

③医療法施行規則第9条の2の2第1項第1号に規定する「高度の医療の提供の

実績」は、「6 管理者の業務遂行」(2)ア(ア)に規定する「地域への一定の人的協

力を行うこと」を含むものであり、業務報告書を提出する年度の前年度の実績を報告

するものであること。

④医療法施行規則第9条の2の2第1項第16号に規定する「第一条の十一第一項

各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二

第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる

事項の状況」には、医療に係る安全管理のための指針の整備状況、医療安全管理委員

会の設置及び業務実施状況、医療法施行規則第1条のⅡ第1項第3号に規定する医

療に係る安全管理のための職員研修の実施状況、医療機関内における事故報告等の医

療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の状況、医療安全管理責任者及び

専任の院内感染対策を行う者の配置状況、医薬品安全管理責任者の業務実施状況、医

療法第1条の4第2項に規定する説明に関する責任者及び診療録その他の診療に関

する記録の管理に関する責任者の配置状況、医療安全管理部門の業務実施状況、医療

安全管理部門における専従の医師、薬剤師及び看護師の配置状況、高難度新規医療技

術の実施の適否等を決定する部門の設置状況、未承認新規医薬品等の使用の適否等を

決定する部門の設置状況、入院患者が死亡した場合等の医療安全管理部門への報告状

況及び当該報告に係る医療安全管理委員会の業務の状況、他の特定機能病院等の管理

者と連携した従業者の相互立入り及び技術的助言の実施状況、当該病院内に患者から

の安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況、医療法施行規則第9条の 20

の2第1項第 12 号及び第 13 号に規定する医療に係る安全管理のための職員研修の

実施状況に関する書類、医療法施行規則第 15条の4第2号に規定する監査委員会の

設置状況、同条第4号に規定する医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の

情報提供を受け付けるための窓口の設置状況、医療法施行規則第9条の20の2第13

号の2に規定する第三者による評価の受審状況、当該評価に基づき改善のために講ず

べき措置の内容の公表状況、当該評価を踏まえ講じた措置の状況を含むものであるこ

と。

(5)医療法施行規則第9条の2の2第1項各号に掲げる事項のうち、第6号に掲げ

る事項及び第5号に掲げる事項のうち閲覧の実績については、業務報告書を提出する

年度の前年度の年間実績を報告するものであること。

(6)医療法施行規則第9条の2の2第1項各号に掲げる事項のうち、第4号、第7

号、第8号及び第 15 号に掲げる事項並びに第5号に掲げる事項のうち閲覧方法につ



いては、業務報告書を提出する年度の10月1日現在の状況を報告するものであるこ

と。

(フ)医療法施行規則第9条の2の2第1項各号に掲げる事項のうち、第9号及び第

10 号に掲げる事項については、業務報告書を提出する年度の前年度の1日当たり平

均値を報告するものであること。

(8)医療法施行規則第9条第九9条の2の2第1項各号に掲げる事項のうち、第6

号、第9号及び第 10 号に掲げる事項並びに第5号に掲げる事項のうち閲覧の実績に

ついては、特定機能病院の承認後初めて行う業務報告書の提出に当たっては、各年度

の4月1日から 10月5日までの間に承認を受けた病院の場合は報告を省略する取り

扱いとし、各年度の 10月6日から3月31日までの間に承認を受けた病院の場合は報

告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の実績を報告する取り扱いとするもの

であること。また、各年度の4月1日から 10月5日までの間に承認を受けた病院が

承認後2度目に行う業務報告書の提出に当たっては、前記の事項については、報告書

を提出する年度の前年度の承認後の期間の実績を報告する取り扱いとするものであ

ること。

⑨医療法施行規則第9条の2の2第1項第17号に掲げる事項(収益及び費用の内

容)は、業務報告書を提出する年度の前年度の実績を報告するものであること。その

際の届出の様式は様式第Ⅱのとおりであること。なお、厚生労働大臣は、当該事項

に関する内容については、公表を差し控えることとすること。

(1の業務報告書が提出された場合、医療法施行規則第9条の2の2第3項の規定に

より、病院所在地の都道府県知事あてに当該報告書の写しを送付することとしている

ので、貴職におかれても特定機能病院の業務遂行状況に留意するとともに、地域医療

の推進に当たって参考とされたいこと。

管理者の業務遂行

①医療法施行規則第9条の20第1項第1号イ及び第2号イに規定する「特定機能

病院以外の病院では通常提供することが難しい診療」とは、

①先進医療(厚生労働大臣が定める評価療養>患者申出療養及び選定療養(平成18

年厚生労働省告示第4鮖号)第1条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)

②指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26年法律第五号)第

5条第1項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)に係る特定医療(同項に規定す

る特定医療をいう。以下同じ。)を主に想定したものであること。この場合におい

て、①の先進医療の提供は必須とし、厚生労働大臣の承認を受けた①の先進医療の

数が1件の場合には、併せて②の指定難病に係る特定医療を年間500人以上の患者

に対して行うものであること。

また、既に特定機能病院に係る承認を受けている病院について、その提供する先進

医療が、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する医療技

術に採り入れられたことにより、前記の要件に適合しなくなった場合には、おおむね

3年以内を目途に、適合するようにすべきものであること。



なお、以上このことは一般に「高度の医療」を①又は②に限定する趣旨ではなく、

また、これらの医療の提供機能、開発及び評価機能並びに研修機能を特定機能病院に

限定する趣旨ではないこと。

②医療法施行規則第9条の20第1項第1号ホに規定する「その他病院の種類に応

じた地域における医療の確保のために必要な事項を行うこと。」とは、具体的には以

下のものを指すこと。

ア特定機能病院Aが行う地域における医療の確保のために必要な事項

(ア)地域への一定の人的協力を行うこと

(イ)地域の医療機関への学習機会の提供

イ特定機能病院Bが行う地域における医療の確保のために必要な事項

(ア)日本全国の医療機関に勤務する医療従事者を対象とした専門的な人材育成

(イ)地域の医療機関への学習機会の提供

(3) 6 (2)ア(ア)の「地域への一定の人的協力を行うこととは、特定機能病院

Aが派遣先医療機関との連携及び調整の下、当該医療機関に対し医師を計画的かつ継

続的に派遣することにより、地域における医療提供体制の確保及び充実を図ることで

あり、特定機能病院Aから派遣される常勤医師換算数が原則として 60人以上である

ことを要件とする。60 人を下回った場合にあっては、60人を下回った年度の次年度

からの年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものであること。

その際の作成様式は、様式第8のとおりであること。

なお、「派遣される常勤医師換算数」は、次に掲げる要件を満たす者を常勤換算して

得られた数値をいうものとする。別途、令和8年度業務報告までに具体的な算出方法

等を示す。

ア常勤/非常勤の雇用形態によらず、特定機能病院Aから半年以上継続して派遣さ

れた医師であること(派遣期間が半年未満の医師であっても、実態として半年以上

の継続的な医師の派遣を行っているとみなすことができる場合については算入可

n.。)。

イ特定機能病院Aの在籍期間が3年以上の医師であること。なお、「在籍期間が3年

以上の医師」とは、医師法の規定による臨床研修修了後に特定機能病院A(いわゆる

「医局」を含む。)に3年以上所属している医師をいう。

ウ病院の管理者(病院長)としての派遣ではないこと。

工大学病院本院から別の大学病院本院に派遣されている医師が、さらに別の医療機

関に派遣される場合については、最初の派遣に限り算入する。

オ同一法人が開設する医療機関(いわゆる「分院」、「サテライト診療所」等)は原則

として派遣先として取扱わないものとする。ただし、当該医療機関が医師少数区域

又は医師少数スポットに所在する場合は、派遣先として取扱い、算入対象とするこ

とができるものとする。

(4) 6 (3)における 60人を下回った場合の年次計画書は、正本1通、副本1通を

厚生労働省医政局地域医療計画課に送付すること。

(5) 6 (2)ア(ア)の「地域への一定の人的協力を行うこと」にあたっては、都道



府県における医療の提供状況及び、これらに関する計画等(地域医療構想、医師確保

計画など)を十分に把握し、地域の状況に応じて都道府県と連携することが望ましい。

具体的には、地域の状況に応じて、以下の事項に努めるよう留意されたい。

①地域医療構想、との整合性について

ア地域医療構想を踏まえた人的協力について

(ア)地域の各医療機関が、新たな地域医療構想、を踏まえたそれぞれの医療機

関機能を適切に発揮できるよう、当該地域の関係する取組を踏まえて協力する

こと。

(イ)地域医療構想調整会議(都道府県単位)へ参加すること。

(ウ)地域医療構想調整会議において大学病院本院からの人的協力に関する協

議があった場合、その協議結果を踏まえた人的協力を行うこと。

(エ)病院全体として地域医療構想の主旨等に則った協力を行うこと。例えぱ、

人的協力がいわゆる医局や講座単位で行われている場合には、当該病院におけ

る人的協力の全体像が把握できるようにし、病院全体としての対応を検討する

場を設けること等が考えられる。

(オ)当該病院が所在する都道府県とは別の都道府県から地域医療構想への協

力を求められた場合についても、積極的に協力すること。例えば、隣県に所在

する医療機関に人的協力を行っている場合において、さらなる協力が求められ

る場合等が考えられる。

(カ)医師の様々な症例の経験の必要性など医育の観点を踏まえること。

イ当該病院が果たすべき役割について

地域医療構想調整会議(都道府県単位)における協議や、関係学会との連携等

を踏まえた上で、小児がんや移植医療など、症例数が少ない医療や高度な医療を、

都道府県単位又はより広域な単位で提供すること。

ウその他の取組について

地域全体に係る医療提供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の取組への協

力の観点を踏まえて、地域における他の医療機関と連携しながら、自施設の病床

数の適正化(ダウンサイズ)や提供する医療内容の見直しを行う等の取組を進め

ること。

②医師確保計画との整合性について

ア都道府県を超えた人的協力について

医師多数都道府県等に所在する特定機能病院が人的協力を行うに当たっては、

当該都道府県外の医師少数都道府県等に所在する医療機関に対して優先的に人的

協力を行うこと。

イ都道府県からの医師派遣要請への配慮

(ア)都道府県が設定する医師少数区域、医師少数スポット、重点医師偏在対

策支援区域に所在する医療機関に対して優先的に人的協力を行うこと。

(イ)人的協力に当たっては、地域医療対策協議会での協議事項を踏まえて、

都道府県と連携して実施すること。



ウ都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定

都道府県と大学病院等の間で、医師の派遣・配置、医学部地域枠、寄附講座等に

関する連携パートナーシップ協定を締結した上で、人的協力を実施するとと。

(6) 6 (2)ア(イ)、(2)イ(イ)の「地域の医療機関への学習機会の提供」とは、

地域の医療機関に向けた教育・研修(例:疾病の診断・治療・管理等、感染対策、医

療安全、災害対策等)などを行っていること。

⑦医療法施行規則第9条の20第1号口に規定する「臨床検査及び病理診断を適切

に実施する体制を確保すること」とは、病院内に臨床検査及び病理診断を実施する部

門を設けることを意味するものであること。

(8)医療法施行規則第9条の20第1項第1号ハに規定する「第一条の十一第一項各

号に掲げる体制を確保」するに当たっては、「病院等における医療の安全を確保する

ための措置について」(令和8年3月31日医政発船31第72号:厚生労働省医政局長

通知)に掲げる事項を満たすこと。

また、医療法施行規則第9条の20第1項第1号ハに規定する「次条第一項第一号

から第十三号の二までに掲げる事項を行うこと」とは、具体的には以下のものを指

すこと。

ア医療法施行規則第9条の20の2第1項第1号に規定する「医療安全管理責任者」

は、次に掲げる要件を満たす必要があること。

(ア)医療安全、医薬品安全及び医療機器安全について必要な知識を有するもの。

(イ)医療安全管理部門における業務経験を有するもの。この場合の業務経験と

は、単に医療安全管理委員会等の会議へ出席していることのみでは該当せず、

医療安全管理部門での実務または管理業務等に携わることをいう。他業務との

併任であっても差し支えない。経験期間については、 6か月以上が望ましい。

(ウ)当該病院の副院長(管理者を補佐する者のうち副院長と同等のものを含む。)

のうち管理者が指名するもの。

(エ)当該病院の常勤職員であり、医師又は歯科医師の資格を有していること。

イ医療法施行規則第9条の20の2第1項第1号に規定する「管理者への医療安全

の確保のために必要な補助及び助言」とは、医療安全管理上必要な人員配置や予

算確保に関するものを含め、医療安全の確保のために必要な補助及び助言を行う

ものであること。

ウ医療法施行規則第9条の20の2第1項第1号に規定する「医療安全管理部門、

医療安全管理委員会、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全

管理責任者等を統括させる」とは、次に掲げる事項を含むものであること。

(ア)医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医療安全管理者、医薬品安全

管理責任者及び医療機器安全管理責任者等(以下「医療安全管理部門等」とい

う。)の業務の管理(他の特定機能病院との相互の立入の結果等を踏まえた自院

の医療安全管理の佑瞰的な評価及び改善策の検討、業務の進捗の管理等)

(イ)医療安全管理部門等の業務の支援(医療安全管理部門等が行う従業者へ

の指導及び部署間の調整等の支援並びに管理者等への医療安全上の意見の具申



の支援等)

(ウ)従業者が行う医療安全の確保のために必要な業務の支援

工医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第2号に規定する「専任の院内感染対策

を行う者」は、当該病院おける院内感染対策を行う部門の業務に関する企画立案及

び評価、病院内における職員の院内感染対策に関する意識の向上や指導等の業務を

行うものであり、次に該当するものであること。

(ア)医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有している

こと。

(イ)院内感染対策に関する必要な知識を有していること。

オ医療法施行規則第条9の 20 の2第1項第3号イに掲げる「医薬品の安全使用の

ための業務に資する医薬品に関する情報の整理、周知及び当該周知の状況の確認」

とは、医薬品安全管理責任者から同号ハの規定に基づき指名された薬剤師等が、院

内の医薬品の使用状況を月1回程度定期的に確認し、その結果を踏まえて添付文書

情報(禁忌等)、緊急安全性情報、未承認医薬品の使用時又は医薬品の適応外使用時

等の医薬品安全管理に係る情報を整理し、必要に応じてその結果を医薬品安全管理

責任者に報告することをいうこと。

また、医薬品安全管理責任者は、報告された情報を踏まえ、必要に応じて、当該

情報に係る医薬品の使用実績のある診療科等のみならず院内全体に医薬品の適正

使用のための注意喚起情報を周知するとともに、必要な診療科等に周知されたか等

について確認することを、同号ハの規定に基づき指名された薬邦旧市等に対し行わせ

ることをいうこと。さらに、医薬品安全管理責任者は、これらの医薬品情報の周知

状況の確認の方法を定め、必要に応じて手順の見直しを行うことをいうこと。

力医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第3号口に規定する「未承認等の医薬品

の使用に関し、当該未承認等の医薬品の使用の状況の把握のための体系的な仕組み

の構築並びに当該仕組みにより把握した未承認等の医薬品の使用の必要性等の検

討の状況の確認、必要な指導及びこれらの結果の共有」とは、医薬品安全管理責任

者から同号ハの規定に基づき指名された薬剤師等が医師の処方した薬剤を調剤す

る場合、以下に掲げる事項を行うことをいうこと。

①医師の処方した薬剤の使用が、未承認の医薬品の使用若しくは適応外又は禁忌

等の使用方法に該当するか否かを把握すること。

②①の使用に該当する場合には、薬学的知見に基づき、必要に応じて処方した医

師等に対して処方の必要性や論文等の根拠に基づくりスク検討の有無、処方の妥

当性等を確認すること。

③①②の結果を踏まえ、必要に応じて処方した医師等に対し処方の変更等の提案

を行うとともに、その結果を医薬品安全管理責任者に報告すること。

さらに、医薬品安全管理責任者は、①の把握方法を定めるとともに、把握の状

況を定期的に確認し、必要に応じて当該把握方法の見直しを行うこと。また、③

の報告を踏まえ、必要に応じて医師等に対する指導等を行うとともに、院内全体

に未承認等の医薬品の使用に関して必要な情報の共有等を行うことを、同号ハの



規定に基づき指名された薬剤師等に対し行わせることをいうこと。

キ医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第3号ハに規定する「イ及び口に掲げる

措置を適切に実施するための担当者の定め」とは、医療法施行規則第9条の 20 の

2第1項第3号イ及び口に掲げる措置を適切に実施するための担当者を医薬品安

全管理責任者が指名することをいうこと。

ク医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第4号に規定する「法第一条の四第二項

の説明に関する責任者」は、同号に規定する規程に定められた事項の遵守状況を定

期的に確認し、確認の結果、適切でない事例力這忍められる場合は、必要な指導を行

うとともに、当該事例を病院の各部署に通知し、又は研修で取り上げるなどして、

適切に説明が行われるようにすること。

ケ医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第5号に規定する「診療録等の管理に関

する責任者」は、診療録等の記載内容等の確認を定期的に行い、十分でない事例が

認められる場合は、必要な指導を行うとともに、当該事例を病院の各部署に通知し、

又は研修で取り上げるなどして、適切に診療録等の管理が行われるようにすること。

コ医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第6号に規定する「医療安全管理部門」

は、医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院におけ

る医療に係る安全管理業務に関する企画立案及び評価、病院内における医療安全に

関する職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行うものであり、次に

掲げる基準を満たす必要があること。

(ア)「専従」とは、医療安全管理部門の業務に専ら従事していることをいうも

のとし、常勤で雇用されている職員において、その就業時間の8割以上を当該業

務に従事している場合とすること。

(イ)専従の構成員は、特定機能病院の臨床業務の管理運営上重要な役割を担っ

ていることを踏まえ、臨床業務に係る十分な知識と技能及び当該病院の医療安全

確保を図る上で優れた識見、意欲を有する者とすると共に、当該病院は、当該医

療安全業務の専従経験を将来にわたって生かせるよう、従事経験を適正に評価す

るよう配慮すること。

(ウ)構成員は、当該病院の医療安全管理委員会に出席すること。

(エ)歯科診療に関連する医療安全に係る事案が発生した場合には、歯科医師が

適切に関与できる体制を確保すること。

サ医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第6号に掲げる「医療安全管理部門」の

業務については、次のことに留意すること。

(ア)医療法施行規則第9条の20の2第1項第6号イに規定する「医療安全管理

委員会に係る事務」とは、医療安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作

成及び保存、その他医療安全管理委員会の庶務に関することを指すこと。

(イ)医療法施行規則第9条の20の2第1項第6号口に規定する「事故その他の

医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事

象」の基準については、医療安全管理委員会において検討し、管理者が定めるも

のとすること。



(ウ)医療法施行規則第9条の20の2第1項第6号ホに規定する「医療に係る安

全の確保に資する診療の状況の把握」とは、手術時の血栓予防策実施率のモニタ

リング等、医療安全管理委員会において定める医療安全に資する診療内容につい

てのモニタリングを平時から行うことをいうこと。

(エ)医療法施行規則第9条の20の2第1項第6号ホに規定する「従事者の医療

の安全に関する意識の向上の状況の確認」とは、医療安全管理委員会において定

める、全職員の医療安全に関する研修の受講状況等の従事者の医療安全の認識に

ついてのモニタリングを平時から行うことをいうこと。

シ医療法施行規則第9条の20の2第1項第7号に規定する高難度新規医療技術を

用いた医療を提供する場合に講ずる措置については、「医療法施行規則第9条の 20

の2第1項第7号口の規定に基づき高難度新規医療技術について厚生労働大臣が

定める基準について」(平成 28年6月10日医政発 0610第21号:厚生労働省医政

局長通知)を参照すること。

ス医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第8号に規定する未承認新規医薬品等を

用いた医療を提供する場合に講ずる措置については、「医療法施行規則第9条の 20

の2第1項第8号口の規定に基づき未承認新規医薬品等を用いた医療について厚

生労働大臣が定める基準について」(平成28年6月10日医政発 0610第24号:厚

生労働省医政局長通知)を参照すること。

セ医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第9号に規定する「医療に係る安全管理

に資するため」の措置を講ずるに当たっては、次のことに留意すること。

(ア)医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第9号イの報告の対象となる事項

については、行った医療等に起因するか否か、また、当該事例を予期していたか

否かは問わないこと。

(イ)医療法施行規則第9条の20の2第1項第9号イ(2)に規定する「患者の

生命及び健康に与える影響が大きい事象であつて、その発生を回避するための方

法が普及している事象」には、「病院等における医療の安全を確保するための措置

について」(令和8年3月31日付け医政発0331第72号。別添1)の別表1に示

す事象(以下「A類型」という。)を含めること。

(ウ)医療法施行規則第9条の20の2第1項第9号イ(3)に規定する「患者の

生命及び健康に与える影響が大きい事象であつて、その発生を回避できる可能性

が必ずしも高いとは認められない事象」には、「病院等における医療の安全を確保

するための措置について」(別添1)の別表2に示す事象(以下「B類型」という。)

を含めること。

(エ)医療法施行規則第9条の20の2第1項第9号イ(2)に規定する「管理者

が定める水準以上の事象」とは、管理者が定める水準以上の処置や治療を要した

事象であり、軽微な処置や治療を必要とした事象は含まないこと。

(オ)医療法施行規則第9条の20の2第1項第9号口(1)に規定する「イの規

定による報告の実施の状況の確認」の際、必要な検証を行うものとすること。

(カ)管理者が医療法施行規則第9条の20の2第1項第9号ハに規定する「従業



者に対して必要な指導を確実に行う」に当たっては、医療安全管理委員会におい

て重大な事象が生じた部署等に対して必要な指導(特定の技術の一時的な停止な

どを含む)を検討し、管理者へ報告を行い、当該報告に基づき管理者が指導を行

うことが想定されること。なお、緊急を要する場合等には、医療安全管理委員会

の検討等を経ずに管理者の判断において、当該部署等に指導を行うことも想定さ

れる。

ソ医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号に規定する「他の特定機能病院等

の管理者と連携し」講ずる特定機能病院等従業者の相互立入に当たり、特定機能病

院等の管理者は、次のことに留意しなければならないこと。

(ア)他の特定機能病院等に立ち入る従業者に、医療安全管理責任者又はその代

理者を含めること。

(イ)従業者の相互立入については、厚生労働省が公募する特定機能病院におけ

る医療安全のための従業員の相互立入を推進するための事業を実施する団体等

において、以下の手順に従って進めること。

①毎年度、新たに従業者の相互立入を実施する前に、あらかじめ当該団体等に

おいて、直近の医療事故等の発生状況や医療安全上の新たな課題等を踏まえて、

当該年度の相互立入において重点的に確認を行う医療安全上の課題(以下「重

点的課題」という。)を設定する(例:A類型、B類型を含む重大事象に関する

安全対策など)。

②相互立入が実施された後には、当該団体等において、所属する病院の結果を

取りまとめ、重点的課題を含む医療安全に関する現状と課題について、当該団

体等の全体像を把握する。

③上記②で把握した現状と課題を踏まえ、当該団体等において、所属病院の医

療安全上の重点的課題等への取組を推進するための方策(所属する特定機能病

院間での意見交換や次年度以降のフォローアップの方針など)を検討する。

(ウ)実際に従業者の相互立入を行う際には、上記の重点的課題を踏まえて、そ

れに関する現状の把握、対策の検討・実施状況の評価等を行うこと。なお、重点

的課題に加えて、双方の特定機能病院間等で別に評価等を行うべき事項を設定し

ても差し支えない。

(エ)別に定める「特定機能病院等医療安全連絡会議」に、従業者の相互立入の

結果やその他の医療安全管理に係る取組を報告すること。当該会議においては、

特定機能病院全体の医療安全の向上に資する議題を設定し議論を行うこと。例え

ぱ、上記(イ)③において団体等が検討・実施した事項の共有及び翌年度の重点

的課題設定の参考となるような意見交換等が想定される。

なお、重点的課題に関する対応策その他の医療安全管理に係る事項について、

特定機能病院以外の病院等においても参考となる知見が得られた場合には、そ

れらをWebサイト等で公開することが望ましい。

タ医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号イ及び口に規定する「技術的助

言」とは、ソ(イ)①において設定された医療安全上の重点的課題に関する事項そ



の他の医療安全の観点から必要な事項等に関するものであること。

チ医療法施行規則第9条の20の2第1項第H号に規定する「患者からの安全管理

に係る相談に適切に応じる体制を確保すること」とは、当該病院内に患者相談窓口

を常設し>患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するものであり、次に

掲げる基準を満たす必要があること。また、これらの苦情や相談は医療機関の安全

対策等の見直しにも活用されるものであること。

(ア)患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間

等について、患者等に明示されていること。

(イ)患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱、キ齢炎清

報の秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。

(ウ)相談により>患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮がなされて

いること。

ツ医療法施行規則第9条の20の2第1項第12号に規定する職員研修では、インシ

デント・アクシデント報告の流れ、医療安全に係る具体的事例の改善策等について

取り上げることが望ましいこと。また、研修実施後に e-1earn加E などを活用して、

研修実施後の学習効果の測定を実施することが望ましいこと。

テ医療法施行規則第9条の20の2第1項第13号に規定する「医療に係る安全管理

のための研修」とは、病院の医療安全管理体制を確保するために、各職種が当該業

務を適切に行うための知識及び技術を習得することを目的として管理者、医療安全

管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を対象に適切に行

われるものとすること。

ト医療法施行規則第9条の20の2第1項第13号の2に規定する「特定機能病院に

おける医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故

の発生の防止に係る第三者による評価」とは、特定機能病院に求められる医療安全

の確保に資する広域を対象とする第三者評価であり、具体的には以下の第三者評価

が該当すること。

(ア)公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価のうち、一般

病院3による評価

(イ) Joint commis.ion lnternationa1が実施する、 J C 1認証による評価

(ウ) 1S0規格に基づく、 1S09001認証による評価

ナ医療法施行規則第9条の20の2第1項第13号の2に規定する「評価及び改善の

ため講ずべき措置の内容を公表」することについては、第三者評価の結果と、改善

のために講ずべき内容について、ホームページで公表することが望ましいこと。た

だし、ホームページを有しない場合には、事務所に備えて置くこと等により一般の

閲覧に供していることでも差し支えないこと。

(9)医療法施行規則第9条の20第1項第2号イに規定する「特定機能病院以外の病

院では通常提供することが難しい診療に係る技術の研究及び開発を行うこと」とは、

当該特定機能病院に所属する医師等の行う研究が、国若しくは地方公共団体又は一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定



等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法

人若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の

規定に基づき設立され、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成

18年法律第四号)第4条の認定を受けた法人から補助金の交付又は委託を受けたも

のであること並びに当該特定機能病院に所属する医師等が発表した英語による論文

の数が年間70件以上であること及び次に掲げる基準を満たすことを意味するもので

あるとと。なお、「英語による論文」とは、筆頭著者の所属先が当該特定機能病院であ

る論文であり、査読のある学術雑誌に掲載されたものに限るものであるとと。ただし、

実態上、当該特定機能病院を附属している大学の講座等と当該特定機能病院の診療科

が同一の組織として活動を行っている場合においては、筆頭著者の所属先が大学の当

該講座等であっても、論文の数の算定対象に含めるものであること(筆頭著者が当該

特定機能病院に所属している場合に限る)。

ア研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について、倫理的及び科

学的観点から調査審議するための倫理審査委員会が設置されていること。

イ禾1」益相反(conflict of lnt.r郎t:以下「C01」という。)の管理に関する規定の

策定、 C01委員会の設置など、 C01の管理について適切な措置を講じていること。

ウ院内の医療従事者に対して臨床研究の倫理に関する講習その他必要な教育を受

けることを確保するために必要な措置を講じていること。

(1の医療法施行規則第9条の20第1項第2号口に規定する「臨床研究の適正かつ

円滑な実施を支援するための部門を設置すること」とは、臨床研究の実施に係る支援

を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者、生物統計に関する相当の経験及

び識見を有する者、薬事に関する審査に関する相当の経験及び識見を有する者、行政

機関の医学系部門での業務歴があり政策・施策に関する識見を有する者等、その他必

要な職員で構成され、臨床研究に関する企画・立案についての相談、研究計画書・同

意説明文書等の必要な文書の作成支援、研究の進捗管理、同意説明補助、他の医療機

関との連絡調整、研究費の獲得支援等、その他臨床研究の実施を支援する業務を行う

ことが望ましいこと。

(1D 医療法施行規則第9条の20第1項第2号ハに規定する「医療技術の有効性及

び安全性を適切に評価すること」とは、医療技術による治療の効果、患者の侵襲の程

度等を勘案し、当該技術を実際に用いることの是非等を判定することを意味するもの

であること。

(12)医療法施行規則第9条の20第1項第3号イに規定する「医師法第十七条の二

の規定による臨床実習その他の大学において医学を専攻する学生に対する研修を適

切に行わせること。」とは、次に掲げる取組のいずれかを行うこと。ただし、両方の取

組を実施することを妨げるものではない。

ア医師法第17条の2の規定による臨床実習を受け入れていること。

イ医師法第17条の2の規定に関わらず、医学生の実習等を受け入れていること。

(13)医療法施行規則第9条の20第1項第3号口に規定する「高度の医療に関する



臨床研修(医師法第十六条の二第一項及び歯科医師法第十六条の二第一項の規定によ

るものを除く。)を適切に行わせること」とは、医師法及び歯科医師法の規定による

臨床研修を修了した医師及び歯科医師に対する専門的な研修を実施することを意味

するものであり、次に掲げる基準を満たすこと。また、医師、歯科医師以外の医療従

事者についても、研修プログラム等を作成して、高度な医療等に関する研修を行うこ

とが望まれること。特に、高度な医療の提供に当たっては、業務が適切に管理されて

いることが求められるため、医師及び歯科医師を含めた全ての医療従事者に対して業

務の管理に関する研修を行うことが望まれること。

①当該専門的な研修を受ける医師及び歯科医師の数が、年間平均 30 人以上である

こと。

②医療法施行規則第6条の4第1項に規定する診療科ごとに、研修プログラムを管

理し、研修を統括する者(以下「研修統括者」という。)を置くこと。ただし、りハ

ビリテーションを行う診療科、病理診断を行う診療科、臨床検査を行う診療科、形

成外科を行う診療科及び総合的な診療を行う診療科に関しては任意とする。

③研修統括者は、担当する診療領域における臨床経験を10年以上有していること。

(14)医療法施行規則第9条の20第1項第3号口において、高度の医療に関する臨

床研修を特定機能病院の管理者の業務として規定していることは、当該病院が医師法

及び歯科医師法の規定による臨床研修その他の研修を実施することを妨げる趣旨で

はないこと。

(15)医療法施行規則第9条の20第1項第3号ハに規定する「大学において薬学(臨

床に係る能力を培うことを主たる目的とするものに限る。)を専攻する学生及び薬剤

師に対する研修を行わせる体制を適切に整備すること。」とは、次に掲げる取組を行

ア薬剤師養成課程に在籍する学生に対する薬学実務実習の受入れ体制を整備して

いること。なお、当該体制の整備とは、認定実務実習指導薬剤師を配置しているこ

とを指す。

イ免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が提供でき

る体制を整備していること。

(16)(15)のイの「免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な

研修が提供できる体制を整備していること」とは、当該研修における責任者の配置、

研修の計画や実施等に関して検討するための委員会の設置及び研修プログラムの策

定を行うことを指し、「医療機関における新人薬剤師の研修プログラムの基本的考え

方」(一般社団法人日本病院薬剤師会)並びに「薬剤師の卒後研修カリキュラムの調

査研究」(令和3年度厚生労働科学研究費補助金健康安全確保総合研究分野医薬品・

医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究)における薬剤師の卒後研修プログラ

ム骨子案及び薬剤師卒後研修プログラム評価票案を参考にすること。

(17)医療法施行規則第9条の20第1項第3号二に規定する「保健師助産師看護師

学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)別表二から別表三の三

までの臨地実習を行わせ、かつ、看護師に対する研修を行わせる体制を適切に整備す

こう



ること」とは、次に掲げる取組を行うこと。

ア看護師等学校養成所の教育課程における臨地実習の受入れを行っていること。

イ看護師の特定行為研修について、厚生労働大臣の指定を受けた指定研修機関であ

ること。なお、当該指定研修機関が学校教育法に基づく学校である場合を含むもの

とする。

a8)令和8年改正省令施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定により承認を受

けている特定機能病院であって、医療法施行規則第9条の 20第1項第3号ハ及び二

の規定に適合しない病院については、同号ハ及び二に規定する体制の整備を開始する

ための計画を記載した書類を厚生労働大臣に提出した場合に限り、令和9年4月1日

まで(当該計画に基づき当該体制を適切に整備することとなったときは、そのときま

で)の間は、同号ハ及び二の規定は適用しない。その際の作成様式は、様式第8のと

おりであること。

(19) a8)の体制の整備に係る計画書は、正本1通、副本1通を厚生労働省医政局

地域医療計画課あて送付するものであること。

(2の医療法施行規則第9条の20第1項第4号に規定する「診療並びに病院の管理

及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者」は、専任の者を配置する

ことが望ましいこと。

(2D 医療法施行規則第9条の20第1項第4号に規定する諸記録の管理方法は、病

院の実情に照らし適切なものであれば、必ずしも病院全体で集中管理する方法でなく

とも差し支えないものであること。ただし、診療録を病院外に持ち出す際に係る指針

の策定等の適切な管理を行うこと。また、分類方法についても、病院の実情に照らし、

適切なものであれば差し支えないものであること。

(22)医療法施行規則第9条の20第1項第5号に規定する「診療並びに病院の管理

及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者及び担当者」は、業務が適切に実施さ

れていれば、必ずしも専任の者でなくとも差し支えないものであること。

(23)医療法施行規則第9条の20第1項第5号に規定する「閲覧の求めに応じる場

所」は、閲覧に支障がなければ、必ずしも閲覧専用の場所でなくとも差し支えないも

のであること。なお、閲覧に供するととによって諸記録が散逸することのないよう、

十分に留意する必要があるものであること。

(24)医療法施行規則第9条の20第1項第6号イに規定する「紹介患者の数」、「救

急用自動車によつて搬入された患者の数」及び「初診の患者の数」の値は、それぞれ、

次のものを指すものであること。

紹介患者の数:初診患者のうち、他の病院又は診療所から紹介状により紹介された

ものの数(次の①及び②の場合を含む。)

①紹介元である他の病院又は診療所の医師からの電話情報により、特定機能病院の

医師が紹介状に転記する場合

②他の病院、診療所等における検診の結果、精密検診を必要とされた患者の精密検

診のための受診で、紹介状又は検査票等に、紹介目的、検査結果等についての記載



がなされている場合(①と同様、電話情報を特定機能病院の医師が転記する場合を

含む。)

救急用自動車によつて搬入された患者の数

救急自動車により搬入された初診の患者の数

初診の患者の数:患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患

者の数(休日又は夜間に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする

当該病院の受診により疾患が発見された患者について特に治療の必要性を認めて治

療を開始した患者を除く。)

(25)医療法施行規則第9条の20第1項第7号イに規定する「他の病院又は診療所

に紹介した患者の数」及び「初診の患者の数」の値は、それぞれ、特定機能病院の医

師が、紹介状により他の病院又は診療所に紹介した患者の数(次に掲げる場合を含む。)

及び患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数(休日又

は夜間に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする当該病院の受

診により疾患が発見された患者について特に治療の必要性を認めて治療を開始した

患者を除く。)を指すものであること。

ア当該特定機能病院での診療を終えた患者を、電話情報により他の病院又は診療所

に紹介し、紹介した特定機能病院の医師において、紹介目的等を診療録等に記載す

る場合

イ他の病院又は診療所から紹介され、当該特定機能病院での診療を終えた患者を紹

介元である他の病院又は診療所に返書により紹介する場合(アと同様に電話情報に

よる場合を含む。)

(26)(24)及び(25)において、「休日」とは日曜日、国民の祝日に関する法律(昭

和23年法律第 178号)第3条に規定する休日、1月2日及び3日並びに 12月29日、

30日及び31日をいい、「夜間」とは、午後6時から翌日の午前8時まで(士曜日の場

合は、正午以降)をいうものであること。

(27)(24)及び(25)において、紹介状には、紹介患者の氏名、年齢、性別、傷病

名又は紹介目的、紹介元医療機関名、紹介元医師名、その他紹介を行う医師において

必要と認める事項を記載しなけれぱならないものであること、なお、紹介状の様式と

しては、診療報酬点数表において診療情報提供料を算定する場合の所定の文書として

定められている様式を用いることが望ましいものであること。

(28)医療法施行規則第9条の20第1項第6号口に規定する紹介率に係る年次計画

については、計画期間経過後になお紹介率が50%に達していない場合は、50%に達す

るまで、引き続き年次計画を作成し、前の年次計画の計画期間終了後速やかに厚生労

働大臣に提出しなけれぱならないものであること。その際の作成様式は、様式第8の

とおりであること。

(29)承認当初において紹介率が50%以上であった病院が、その後に紹介率が50%

に満たなくなった場合にあっては、(16)に準じ、50%に満たなくなった年度の次年

地方公共団体又は医療機関に所属する

(搬入された時間は問わない。)



度からの年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものであること。

(3の紹介率に係る年次計画書は、正本1通、副本1通を厚生労働省医政局地域医療

計画課に送付するものであること。

(31)仮に、紹介率に係る5年間の年次計画書が達成されない場合であっても、紹介

率を向上させるために合理的な努力を行ったものと認められる場合には直ちに特定

機能病院の承認の取り消しを行うことは想定されないものであり、その際の具体的な

取り扱いについては、社会保障審議会の意見を聴いて定めるものであること。

(32)医療法施行規則第9条の20第1項第7号口に規定する逆紹介率に係る年次計

画にっいては、計画期間経過後になお逆紹介率が40%に達していない場合は、40%に

達するまで、引き続き年次計画を作成し、前の年次計画の計画期間終了後速やかに厚

生労働大臣に提出しなければならないものであるとと。その際の作成様式は、様式第

8のとおりであること。

(33)承認当初において逆紹介率が 40%以上であった病院が、その後に逆紹介率が

40%に満たなくなった場合にあっては、(20)に準じ、 40%に満たなくなった年度の

次年度からの年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものである

こと。

(34)逆紹介率に係る年次計画書は、正本1通、副本1通を厚生労働省医政局地域医

療計画課に送付するものであること。

(35)仮に、逆紹介率に係る5年間の年次計画書が達成されない場合であっても、逆

紹介率を向上させるために合理的な努力を行ったものと認められる場合には直ちに

特定機能病院の承認の取り消しを行うことは想定されないものであり、その際の具体

的な取り扱いについては、社会保障審議会の意見を聴いて定めるものであること。

(36)特定機能病院においては、紹介患者に係る医療を円滑に実施するため、病院内

に地域医療の連携推進のための委員会等(病院内の関係者を構成員とすることでも

可。)を設けることが望ましいものであること。

(37)特定機能病院については、「高度の医療の提供」、「高度の医療技術の開発及び

評価」及び「高度の医療に関する研修」の3つの機能について専門性の高い対応を行

う観点から、次に掲げる取組を行うことが望ましいものであること。

ア住民及び患者が医療機関を適切に選択できるよう、その果たしている役割を地域

住民に対して、適切に情報発信すること。

イ複数の診療科が連携して対応に当たる体制を有すること。

(38)医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)による改正後の医療

法16条の3第2項に規定する「当該管理者並びに当該特定機能病院に勤務する医師、

歯科医師、薬剤師及び看護師その他の者をもつて構成する合議体」について、特定機

能病院の開設者は、次のことに留意しなけれぱならないこと。

ア合議体は多職種で構成されるという趣旨であり、全ての職種が合議体に参画する

ことは必須ではないこと。

イ合議体が外部有識者の意見を聴くことも有益であることから、必要に応じて外部

有識者を参画させることを検討すること。



(39)

月

本項(8)において新たに定める医療安全に関する規定については、令和9年4

1日から適用する。

7 開設者の業務遂行

①医療法施行規則第15条の4第1号に規定する「管理者が有する当該病院の管理

及び運営に必要な人事及び予算執行権限」について明確化するに当たり、特定機能病

院の開設者は、次のことに留意しなければならないこと。

ア管理者が有する権限について一律に定めるととは、それぞれの法人形態が異なる

ため困難であるが、医療提供の責任者である管理者が、病院の管理運営に必要な指

導力を発揮し、医療安全等を確保できるよう、必要な権限を有するべきであること。

イ管理者のみで病院の管理運営状況を把握するには限界があるため、副院長に加え、

院長補佐、企画スタッフ等、管理者をサポートする体制を充実・強化していくこと

が重要である。その際、外部有識者の意見を聴くことも有益であることから、必要

に応じて外部有識者を参画させることを検討すること。

ウ管理者をサポートする体制については、病院の内部規程上、副院長等の役割を明

確化すること。

工病院のマネジメントを担う人員については、病院の管理運営に精通するよう、適

切な人事・研修による育成を図っていくこと。

(2)医療法施行規則第15条の4第2号イに規定する「利害関係のない者」とは、以

下の条件を満たす者を基本とすること。

ア過去10年以内に当該病院と雇用関係にないこと。

イ委員に属する年度を含む過去3年度の期間において、年間 50 万円を超える額の

寄付金・契約金等(監査委員会に係る費用を除く。)を当該病院から受領していない

こと。

③医療法施行規則第15条の4第2号口(1)に規定する「医療に係る安全管理に

関する識見を有する者」とは、特定機能病院において医療安全に関する業務に専従で

従事した経験を3年以上持つ者であること。

④医療法施行規則第15条の4第2号口(2)に規定する「医療を受ける者その他

の医療従事者以外の者」とは、医療等の内容及び説明並びに同意文書が一般的に理解

できる内容であるか等、医療を受ける者の立場から意見を述べることができる者を意

味するものであること。なお、当該者については、医療安全管理についての知識を有

することが望ましいこと。

⑤医療法施行規則第15条の4第2号二(1)に規定する「管理者の医療に係る安

全管理に関する業務の状況」とは、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第9号ハ

基づく従業者への指導等の状況を含むものであること。

⑥医療法施行規則第15条の4第2号二(2)に規定する「医療安全管理部門(中

略)の業務の状況」とは、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第6号口に基づく

従業者への指導等の状況を含むものであること。

⑦医療法施行規則第15条の4第2号二(2)に規定する「医療安全管理委員会(中



略)の業務の状況」とは、医療法施行規則第9条の20の2第1項第9号口に基づき、

医療安全管理委員会が行った報告事象に対する原因の究明のための調査及び分析並

びに改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知の状況を含むものであ

ること。

(8)特定機能病院の開設者は、医療法施行規則第15条の4第2号ハに規定する監査

委員会の開催の際は、議事録を作成し保存すること。

(9)医療法施行規則第 15条の4第2号二(3)に規定する「結果を公表すること

にっいては、監査委員会は当該病院の監査で確認された事項について、ホームページ

で公表することが望ましいこと。ただし、ホームページを有しない場合には、事務所

に備えて置くこと等により一般の閲覧に供していることでも差し支えないこと。

(10)医療法施行規則第15条の4第1項第3号イに規定する「特定機能病院の管理

者の業務が法令に適合することを確保するための体御山については、特定機能病院の

開設者は、法令に適合することを確保するための専門部署の設置や内部規程の整備等、

体制の構築のみならず、法令の遵守状況を踏まえて取組の有効性を検証し、適時に見

直しを行うこと。

aD 医療法施行規則第15条の4第3号口に規定する「特定機能病院の開設者又は

理事会等による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制」の整備に当たり、特定機

能病院の開設者は、次のことに留意しなければならないこと。

ア法人のガバナンス構造によっては、理事会等とは別に、病院の管理運営の状況を

点検する会議体を設置し、予算執行状況等、病院の管理運営に関する重要事項につ

いて監督すること。例えば、医学部以外の多くの学部を複数有する総合大学等にお

いては、開設者各法人の判断として理事会等とは別に設置することを検討すること。

イ病院の管理運営の状況を点検する会議体を設置する場合、会議体の委員の半数を

超える者は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。利害関係のない者と

は、監査委員会に関する規定に準じること。

ウ法人の理事会等の会議において、病院運営に関する重要事項が審議・決定される

際には、管理者を参画させる等により、病院側の意向を十分に聴取できるよう配慮

すること。

(12)医療法施行規則第15条の4第4号に規定する「医療安全管理の適正な実施に

疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置する」際には、情報提

供者が単に情報提供したことを理由に不利益な取扱いを受けることのないよう留意

し、適切な運用を行うこと。なお、窓口の設置については、病院外の適切な機関に設

置しても差し支えないこと。

(13)本項目における医療安全に関する令和8年改正省令による改正((5)~(フ))

については、令和9年4月1日から適用する。

人員配置

D 従業者の員数の算定に当たっては、非常勤の者は、

通常の勤務時間により常勤換算するものであること。

当該病院の常勤の従業者の



(2)従業者の員数の算定に当たっては、当該病院と雇用関係にない者の員数は含め

ないものであること。

(3)従業者の員数の算定に当たっては、同一組織における他の施設の職員を兼任し

ている者については、勤務の実態、当該病院において果たしている役割等を総合的に

勘案して評価するものであること。

④医療法施行規則第22条の2第1項第1号に規定する医師の員数の算定に当たっ

ては、医師免許取得後2年以上経過していない医師の員数は含めないものであること。

(5)医療法施行規則第22条の2第1項第2号に規定する「歯科、矯正歯科及び小児

歯科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数」とは、歯科の外

来患者がいる場合には最低限度として1名の歯科医師の配置が必要との趣旨である

こと。

(6)医療法施行規則第22条の2第1項第3号において、薬剤師の員数として入院患

者数に対する員数と調剤数に対する員数が規定されているが、これは、それぞれの員

数を加算する旨ではなく、員数について2つの尺度を示したものであるとと。

(フ)医療法施行規則第22条の2第1項第3号において、薬剤師の員数として調剤数

80 又はその端数を増すビとに1を標準としていることについては、特定機能病院以

外の病院と同様の取り扱いとする趣旨であること。標準の員数を満たしていない病院

にあっては、改善に向けた考え方を厚生労働大臣に提出するものであること。

⑧医療法施行規則第22条の2第1項第6号に規定する「病院の実状に応じた適当

数」については、具体的な数は定まっていないものであること。

(9)医療法施行規則第22条の2第3項に規定する専門の医師については、「広告が

可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 19年6月18日付け医政総

発0618001号医政局総務課長通知)の別紙又は「医療法第六条の五第三項及び第六条

の七第二項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所

若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示」(令和3

年厚生労働省告示第347号)において広告することが可能とされている「整形外科専

門医」、「皮膚科専門医」、「麻酔科専門医」、「放射線科専門医」、円艮科専門医」、「産婦

人科専門医」、「耳鼻咽喉科専門医」、「泌尿器科専門医」、肝つ成外科専門医」、「病理専

門医」、「総合内科専門医」、「外科専門医」、「救急科専門医」、「小児科専門医」、明畄神

経外科専門医」、「りハビリテーション科専門医」、「精神科専門医」、「臨床検査専門医」

又は「総合診療専門医」を指すものであること。

9 構造設備・記録

①医療法施行規則第22条の3第1号に規定する「集中治療管理を行うにふさわし

い広さ」とは、 1病床当たり 15m2程度を意味するものであること。

②医療法施行規則第22条の3第1号に規定する「人工呼吸装置その他の集中治療

に必要な機器」とは、人工呼吸装置のほか、人工呼吸装置以外の救急蘇生装置、心電

計、心細動除去装置、ペースメーカー等を想定しているものであること。

(3)医療法施行規則第22条の3第2号に規定する病院日誌、各科診療日誌、処方せ



ん、手術記録、検査所見記録及びエックス線写真並びに同条第三号に規定する入院患

者及び外来患者の数を明らかにする帳簿については、第20条第Ⅱ号に規定する諸記

録と同じものであること。

④医療法施行規則第22条の4に規定する「無菌状態の維持された病室」とは、免

疫状態の低下した患者が細菌感染を起こさないよう、細菌が非常に少ない環境で診療

を行うことができる病室を意味するものであること。なお、病室全体がいわゆる無菌

病室になっているものでなくとも、無菌状態を維持するための機器(無菌テント等)

を備えていれぱ差し支えないものであること。

(5)細菌が非常に少ない環境とは、空気清浄度がクラス1万以下程度の環境を想定

しているものであること。

(6)医療法施行規則第22条の4に規定する「医薬品情報管理室」は、医薬品に関す

る情報の収集、分類、評価及び提供を行う機能を備えていれぱ、他の用途の室と共用

することは差し支えないものであること。

(フ)特定機能病院においては、救急用又は患者輸送用自動車を備えていることが望

ましいものであること。

0 特定機能病院B (医療法施行規則第6条の3第3項に規定するもの)

独立行政法人通則法第35条の4第1項に規定する中長期目標又は国立健康危機管

理研究機構法第27条第1項に規定する中期目標に基づき運営され、もつて公衆衛生

の向上及び増進に寄与することを目的とする特定機能病院の承認等に際しては、2か

ら7までのほか、次に掲げるとおりとすること。なお、次に掲げる事項に関連する2

から7までの一部の事項については適用しないこととすること。

(1)有すべき診療科については、医療法施行規則第6条の4第4項の規定によるも

のとすること。

②医療法施行規則第9条の20第1項第1号イに規定する「特定機能病院以外の病

院では通常提供することが難しい診療」は、 6 (D に記載されている事項に加え、特

に先駆的な診療(他の医療機関ではあまり実施されておらず、既存の治療方法では十

分な治療を行うことが困難な患者について高い治療効果が期待される治療等)を行っ

てぃるものとすること。また、国の医療政策として、特定の疾患等に関する高度かつ

専門的な医療の向上を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与する取組を行って

いるものとすること。

③医療法施行規則第9条の20第1項第6号イに規定する紹介率及び同項第7号イ

に規定する逆紹介率については、同条第2項の規定により、それぞれ、80%以上、60%

以上とすること。

④医療法施行規則第6条の4第1項に規定する診療科のうち、有している診療科

ごとに、研修統括者を配置すること。ただし、りハビリテーションを行う診療科、病

理診断を行う診療科、臨床検査を行う診療科、形成外科を行う診療科及び総合的な診

療を行う診療科に関しては任意とする。

(5)その有する能力に鑑み、救急患者に対して必要な医療を提供する体制が確保さ



れていることが望ましいものであるとと。

Ⅱその他の特定機能病院(医療法施行規則第9条の 20第1項第1号ホの規定を満た

さないもの)

令和8年改正省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受

けている特定機能病院であって医療法施行規則第9条の20第1項第1号ホの規定に

適合するものではない医療機関については、当分の間、特定機能病院として取扱われ

ること。引き続き業務報告等に関しては、医療法施行規則による改正前の規定に基づ

き運用していくものであるが、医療安全に係る規定(医療法施行規則第9条の 20 の

2、第9条の 25、第 15条の4、第30条の 33 の 22)に関しては、令和8年改正省令

による改正後の医療法施行規則が適用されることに留意すること。

その他

特定機能病院制度は、特定機能病院と他の地域医療機関が患者の紹介等を通じて緊

密に連携し、かつ、患者が適切な受療行動をとることによって、その趣旨が生かされ

るものであることから、貴職におかれても、地域の医療関係者及び患者に対して制度

の趣旨を十分に周知徹底するよう特段の配慮をお願いするものであること。



0 「医療法施行規則の・→;βを改正する省令の公布等について」(令和8年4月24日付け医政発0424第7号)の正誤表

第1 改正の内容

(略)1~3

4 臨床研究中核病院の管理者のi桝、べき郭頁の追力Π

臨床石院中核病院の管理者は、次に掲げる事項をi諺ずべきこととする。

(1)(略)

(2)監査委員会に対して、管理者の医療に係る安全管理に関する業務の状況を確

認させること。 U態リ第9条の25第4号ホ(4)(i)凱系)

(3)監査委員会に対して、医療安全管理者の業務の掬兄についても、管理者等か

ら報告を求めさせ、又は必要に応じて自ら確認させること。住顧lj第9条の25

第4号ホ(4)(五)剛剰

(略)

正

5 ・ 6

第2 経過措置等

(略)1~4

別添2

第3 関係通知について

(略)

第4 関係通知について

(略)

第1 改正の内容

1~3 (略)

4 臨床司院中核病院の管理者のi桝、べき郭頁の通Π

臨床研究中核病院の管理者は、次に掲げる事項をi桝、べきこととする。

(1)(略)

(2)劉見委員会に対して、管理者の医療に係る安全省理に関する業務の状況を確

認させること。頗貝U第9条の25第4号ホ(4)(i)剛系)

(3)劉見委員会に対して、医療安全智理者の業務の状況についても、管理者等か

誤

5 ・ 6

ら報告を求めさせ、又は必要に応じて自ら鵬忍させること。秩販リ第9条の25

第4号ホ(4)(五)凱系)

(略)

第3 経過措置等

(略)1~4



0 「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月24日付け医政発0424第9号厚生労働省医政局長通知)新旧対照表

1~3

4 承認後の変更手続

(1)特定機能病院の開設者は、医療法施行令(昭和23年

政令第326号)第4条の3の規定により、医療法施行規則

第3条の2に規定する事項に変更があった場合には、10日

以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なけれぱならないも

のであること。その際の届出の様式は様式第9のとおりで

あること。

②(略)

(略)

改正後

5 業務報告書

①特定機能病院の開設者は、医療法施行規則第9条の

2の2第1項各号に掲げる事項を記載した業務報告書を毎

年10月5日までに地方厚生(支)局長に提出しなければな

らないものであること。その際の標準様式は様式第2から

第7まで並びに第10及び第Ⅱのとおりであること。

(2)~(フ)(略)

(8)医療法施行規則第9条の2の2第1項各号に掲げる

事項のうち、第6号、第9号及び第10号に掲げる事項並び

1~3

4 承認後の変更手続

(1)特定機能病院の開設者は、医療法施行令(昭和23年

政令第326号)第4条の3の規定により、医療法施行規則

第3条の2に規定する事項に変更があった場合には、10日

以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なけれぱならないも

のであること。その際の届出の様式は様式第九のとおりで

あること。

(2)(略)

(略)

改正

別添1

^

目1」

5 業務報告書

(1)特定機能病院の開設者は、医療法施行規則第9条の

2の2第1項各号に掲げる事項を記載した業務報告書を毎

年10月5日までに地方厚生(支)局長に提出しなければな

らないものであること。その際の標準様式は様式第2から

第7まで及び第10のとおりであること。

(下線は改正部分)

(2)~(フ)(略)

(8)医療法施行規則第9条第九9条の2の2第1項各号

に掲げる事項のうち、第6号、第9号及び第10号に掲げる



に第5号に掲げる事項のうち閲覧の実績については、特定

機能病院の承認後初めて行う業務報告書の提出に当たって

は、各年度の4月1日から10月5日までの間に承認を受け

た病院の場合は報告を省略する取り扱いとし、各年度の10

月6日から3月31日までの間に承認を受けた病院の場合は

報告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の実績を報

告する取り扱いとするものであること。また、各年度の4

月1日から10月5日までの間に承認を受けた病院が承認後

2度目に行う業務報告書の提出に当たっては、前記の事項

については、報告書を提出する年度の前年度の承認後の期

間の実績を報告する取り扱いとするものであること。

⑨医療法施行規則第9条の2の2第1項第17号に掲げ

る事項(収益及び費用の内容)は、業務報告書を提出する

年度の前年度の実績を報告するものであること。その際の

届出の様式は様式第Hのとおりであること。なお、厚生労

働大臣は当該事項に関する内容については、公表を差し控

えることとすること。

(10)(略)

6

事項並びに第5号に掲げる事項のうち閲覧の実績について

は、特定機能病院の承認後初めて行う業務報告書の提出に

当たっては、各年度の4月1日から10月5日までの間に承

認を受けた病院の場合は報告を省略する取り扱いとし、各

年度の10月6日から3月31日までの間に承認を受けた病院

の場合は報告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の

実績を報告する取り扱いとするものであること。また、各

年度の4月1日から10月5日までの間に承認を受けた病院

が承認後2度目に行う業務報告書の提出に当たっては、前

記の事項については、報告書を提出する年度の前年度の承

認後の期間の実績を報告する取り扱いとするものであるこ

と。

⑨医療法施行規則第9条の2の2第1項第17号に掲げ

る事項(収益及び費用の内容)は、業務報告書を提出する

年度の前年度の実績を報告するものであること。その際に

用いる報告様式については、追って示す予定である。な

(略)

7 開設者の業務遂行

①・②(略)

お、厚生労働大臣は当該事項に関する内容については、公

表を差し控えることとすること。

(10)(略)

6 (略)

7 開設者の業務遂行

①・(2)(略)



(3)医療法施行規則第15条の4第2号口(1)に規定す

る「医療に係る安全管理に関する識見を有する者」とは、

特定機能病院において医療安全に関する業務に専従で従事

した経験を3年以上持つ者であること。

(4)~(13)

8~12 (略)

(略)

(3)医療法施行規則第15条の4第2号口(1)に規定す

る「医療に係る安全管理に関する識見を有する者」とは、

特定機能病院において医療安全に関する業務に専従で従事

した経験(3年以上が望ましし→を持つ者であること。

(4)~(13)

8~12 (略)

(略)



(様式第 1)

厚生労働大臣

00病院の特定機能病院の名称の承認について

記について、医療法(昭和23年法抑筑 205号)第4条の2第 1項及び医療法妬行規則(昭和 23
年厚生省令筑50号)筑6条の3筑1項の規定に基づき、次のとおり承認方申請します

記

1 聞設者の住所及び氏名
仕 T

午氏

(注)聞設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には
法人の名称を記入すること

称2名

殿

n

3 所在の場所

4 特定機能摘院の類型
】人Υ刑院本院("冗1侵能釧院<)
21入控ル見行規則第6 条の3 染3'nに1旦IL→'る1寺IL桃院扶院(1"と機能柄P尤B)
(注)上記のいずれかを選択し、番号に0印を付けること.

5 診擦科
5-1 設置する詮疫科の区分
1 医擁法魚行規則姉6条の4 桑 1」nの鉚定に46き、右'}'ぺき診,桑1ト、1'ぺてを設遣
21)、出払新【行悦則牙}6桑の4 第4川の"ι雄により紋7゛廿えしれた同条第 1川)Ⅱbヒ1'U.6き
疫ル施lr規則第6条U)3 茶3川に燐定'「る牝足機能病眺上して、 B以 1'の診療科を殴剖

(注)上記のいずれかを選択L、番号に0印を付けること

5-2 標暢している診療剥名
(1)内科
内科

内料と判みnわせた診徠科条答
1"吸辨内" 2消化繼内科 3術環割内科
R代謝内11 9感染症内科 10γレルギ

診躯実績

番
令和年

開設者名

月

俳廂劣

IE3舌(

(注)1 「内科と組み合わせた診療科名等」欄については、標構している診療判名の番号に0印を付
けること
2 「診療実績」欄については、「内科と組み合わせた診療科名等」柵において、撮摘していな

ゐ ^

1邪臆内f卜 5沖1〒内科 6血肱内科 711分;"内科
疾1'熊内1ほたはγレルギー科Πりウヤチ科

号
日

〒



い診療科がある場合、その診療科で提供される医療を、他の診療科で提供している旨を記戲す
ること.

2)外科

イ1 イ"'外外

外科と凱コ'介わせた診疫丹仇
1"吸黒;外仟 2消化器外H .1乳畔外114.亡.臓外科 5血芯・外科 6.C、臓血竹外科 7仏」分1名外科
H小児外科

診擁実緋

(注)1 「外科と組み合わせた診療科名」掴にっいては、榔楞している診療科名の番号に0印を付け
ること.
2 「診療実績」欄にっいては、「外判」「呼吸器外剥」「消化器外判」「乳股外判」「心臓外
科」「血管外斜」「心瞭血管外剥」「内分泌外科」「小児外料」のうち、暢していない科が
ある合は.他の柳科での当該医療の提供実薪を記載すること(「心脆血管外科」を桟し
ている場合は.「心腿外馴」「血管外科」の両方の診療を捉供Lているとして整し支えない二
と)

(3)その他の譚暢していろことが求められる診確科伽
1怖艸科 2小兜科 3惟形外科 4脳帥軽外科

11"ι11川畔史科9婦人;1 101悦チ1H序村

15""111 16赦に..114放射線lh1女科

(注)標桷している診療科名の番号に0印を付けること.

(の仙科
"1f ト

m"上矧み分b廿゛診汝11帛
1小兇街f+ 2矯疋函科 3口腔外科
歯科の診出休刷

7

(注)1 「歯科」楓及び「衛科と組み合わせた診療科名」掴にっいては、根桟している診微科名の番
号に0印を付けること.
2 「歯科の診療体制」欄にっいては、医療法筋行規則第六条の四第王項の規定により、標楞し
ている診療科名として「歯科」を含まない病院については記入すること。

6

(5)

8

】5

(注)

(D ~(0 以外でその他に橡ギ"している診撫訓1,
3

口10

W17

探楞している診療科名について記入すること.

5皮虐" 6秘球解科 7「宝蛉人科
n放射線弁 13放射線診断科

2
 
0
 
6



5-3 その他設置していることが求められる診療科
,役掛松況

リハビリノ'・ソコンを11 う診力X科 右

1内岬,断=・1rう診,立科
有仙咏除佐をhら診痔科

臣形成外科を1」う診出千1
詫介的な診1"を行う診族科
(注)1 一番右の掴には、それぞれの診療科において提供されるぺき医療を質的に提供している診
檀科又は郁門を記載すること(倒:りハビリテーション科、臨床検査部門など。)。
2 総合的な診療を行う診療科は桷鯵療科名には含まれていないこと。また、その他の診療科
についても、必ずしも標楞の必要はないこと,

6 病床数
介殊英 股感染1,1 砧紗粘沖

7 歯科医師、薬剤師、暑綬師及び准看雁師、管理栄士モの他の従粟者の員数医師
数新 n孫 n 数職常勒非常勤 ご 11

人打護姉助者 人診硫エックス以 ノ、人 人

技師

人獣:註休檢介技 人人則孕疫払1佑科 1父肘 人人

.11...........
人噛:井i止検在1立 ノ、人作獣.牧リ.1藁剤帥 人 人

人規能訓紬1 人健帥 υ)
...J.:.

人典岐装貝1摩"1i 人●ノ¥ N'一●而

人 1大広社全京炎従人 N肝、 1:り:1髪帥"倭帥
*打

人その他の技剥1員人栄養准看護師
人水人 1{科払"ゞ弁萪'生 1
人その他の職Π人つ畷赦計線技師管岡栄錠 1

(注)1 粧告を提出する年度の10月1日現在の員数を記入する二と。
栄養士の員数には、管理栄養士の員數は含めないで記入すること。
「合計」欄には、非常勤の者を当肢病院の常動の従事者の通常の動務時間により常動換算し
た員倣と常勤の者の員数の合計を小数点以下2位を切り捨て、小数点以下1位まで算出して記
入すること。モれ以外の欄には、それぞれの員数の単純合計員数を記入すること.

床 11;床

'i'1互診出科に■いて促{貝されろべき1欠吋ιを
船供している診脚科・部捫

床床 床

保
一
助
一
看

人
一
人
"
人

人
.
人
.
人

人
・
人
"
人

人
一
人
一
人



8 専門の医師数
人数,1゛門1工佑人数'リ例1ケι佑

"専円人;ぞ介内科専円F

」1胤咽畔゛チ斗.リ1罫」"人科'.1' 1"1 ,、

赦射搾昇,リ門区粘判'昇'υド1 区
雌1沖1藁外斜,リ内代小児 1〒,υ例τ
郁形外科'1,門"人攻」阿昇,!1 1Ⅱ1 、

ザ*酔科'υ 1■l n1必尿 W;科'リ 1"1 ) 人

゛捻包、科専 1"1 b人区婦人科 li11リ乞
1理形成外科専門臣 人

ノ、/1'-1FIB欧,肝:検占.1゛門凧
ノ、 .' 1総合診搾,Vド1P

(注)1 報舌を捉出する年度の 10月1日現在の員数を記入すること。
2 人数には.非常の者を当該病院の常動の従耶者の通常の動務時間により常動換算した員数
と常の者の貝数の合計を小敷点以下1位を切り捨て、整数で算出して記入すること.

0 前年度の平均の入院患者、外来患者及び畑剤の数
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数

ι、111 昇寺 計市 1卜捧リ.外

1 1「た"半均人院小占数
I U 、'1たη平均外来鼎.κι女

劇I H "iた"甲均凋剤数
人立..嬰叺帥致
人宮.'豊山科咲1姉数
人y.ψ桑剤帥勲
ノ、ゼ.喫(Hn イ1;伍帥毅
「歯(注)1 「歯科等」棚には、歯科、矯正歯科、小児苗料及ぴ歯科口腔外科を受診した患者数を

科等以外」掴にはそれ以外の診療料を受診した也者数を記入すること.
2 入院血者数は、前年度の各科別の入院患者延数(毎日の 24時現在の在院患者数の合計)を暦
日で除した敷を1己入すること.
3 外来理者敷は、前年度の各科別の外来患者延数をモれぞれ病院の年問の実外来診僚日數で除
した數を記入する二と.
4 胴剤數は、前年度の入院及び外来別の調剤延数をそれぞれ屠臼及び実外来診療日敢で除した
数を記入すること。
5 必要医師数、必要歯判医師数、必要渠剤師敷及び必要(准)看護師数にっいては、医療法
施行規則第22条の2の算定式に基づき算出すること。

日
9 管理者の医療に係る安全管理の禦務の経嚴

)任命年月日令和管理者名( 年 月

ノ
人

人
人

人
人

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^



"施設の構造設備
施a11', 1トミ11'禎

U、中拾孃一

壤荊抽宇'亭刑延式の場介床而肌 m

存動式の場介

RI1リ川笊の場介 m

川千:の場合北川ナる室名

{ 10'C設備}

( 1:九設伸1)m

{1{な設偏}m

( 1・允般偏)Π1

(1'九設備)nl

収容定n"数 、("1

ーイ数 纖井数耳イnl

造には、鉄筋コンクリート、簡勗耐火、木造等の別を記入すること。
主な設偏は、生たる医療惚器、研究用機器、教用按嬰を記入すること。

k '1

"轍管艸千

化ツ:検佐敬
細荊枇征宰

揃部検,t*
割凡解'判冷
研

筵可

(注) 1

2

111 ニ*9 a ;

人「呼・吸1、m
二地鎚餌生韻

肝

逆紹介゛
12 紹介率及び逆紹介率の前年度の早均値

%'{介

数井算 A .'{ 1 の

川 B ・他の刑1境又lt訟族門rl、紹介した懲井の敷

椣 C.救急川U動小によ0て拠人された懲冉の

(注)

イ,・..、

「委員の要件該当状況」の梱は、次の1~3のいずれかを記すること.
1.医療に係る安全管理又は法律に聞する識見を有する者モの他の学識経験を有する者(令
和9年4月1日以降は、特定檀能病院において医療安全管理部円に配置された専従の医師
、桑剤師又は暑設飾として三年以上の経験がある者に限る。)
2 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(1.に掲げる者を除く。)
3 その他

ノ、

1Ⅲ秤坦

佛

床

イi・処
イi・鳥ξ

」1,正'ア11 11

拠数
の小εD :初

(注)1 「紹介宰」欄は、 A
こと。

2 「逆紹介率」梱は、 BをDで除した微に 100 を乗じて小数点以下第 1位まで記入する二と。
3 A、 B、 C、 Dは、それぞれの前年度の延数を記入すること。

千上1Ⅱ町係

β
姜

電計

亡、細動除去裴譜
ペースメーカー

刑峠数

委nの姜"

詠「状況

13 監査婁員会の委員名算及び委員の選定理由(注)
舌nR所膳氏名

0付

寸")

右の数 人

Cの和をDで除した数に100を乗じて小融点以下第1位まで記入する

イ; 慨

%
人
人
人



M 監査委"会の委、名鄭及び委の選定理由の公表の状況
会Hマ,簿の公尖のイ1無
冬日の避庄即加の公央の右伽

公麦のノh上



(様式第2)

1 承認を受けている先進医療の種顛(注1)及び取扱戀者数

入世代排央純類

高度の医療の提供の実績

JR及、占

0人

(新設)

1「先進医疫の穫菰」桐には、厚生労働大臣の定める先迄医痘及び節設基準(平成二+年厚生労働省舌示

第百二十九号)第二各号に褐げる先逃医疫について記入すること

2「取扱思者数」棚には、前年度の年問実患者融を記入すること

0人

0人

0人

0人

亢世匡臓の傾粕の介計数

"ι扱史.者敦の介計{人}

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

叺
叺



(様式第2)

?承認を受けている先進医療の種顛(注1)及び取扱聖者数

先赳Ⅸ硫の鳳勲

高度の医療の提供の実績

取扱懲"数

(注)1r先進医療の糧顯」柵には、但生労働大臣の定める先進医療及び範設基準{早成二十年厚生労働省皆示

第百二十九号)第三各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注)2「取扱思毛敷」欄には.前卑庶の年問実座者数を記入すること

0人

0人

0人

0人

0人

先」E巨縦の傾粕山介計数

Uι扱也考敦の介IH人)

0人

0人

0人

0人

U人

0/

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人



(様式第2)

3 その他の度の医療

1、出技術t.

,1,讓ぽ嫌技術の楓使

医嫉技Wt

'1.;支1、療技1"υ)鼎{製!

高度の医療の提供の実績

1入詰ι」%1 1',

叫誤1、ぬ扶斗の慨安

医班技仙帛

'Ⅱ釦、搾{立術の哩{里

Ⅸ卵ル倆名

凹詠氏瞭H術の慨智

1火覗"支術名

当誠lk1桑技師の慨晋

1、瞭托術名

,1該区確技件『の理ι塾

「兀坤1支1有 1',

二該Ⅸ琉払南仍慨物

1 当該医慨椴関において高座の医療と判断するものが他にあれぱ、前年廣の実輯を記入すること.

?特定嵐能病院Bについては、他の医療犠関での実施状況を含め、当該医療技術が極めて先駆的である
て記入すること(当該医療が先進医療の堀合についても記入すること)

Ⅲ扱出利数

そυ1他リ),ニ.,度秩族の1玉寂1の介計数

取扱轡者歌の介二H人〕 0



(拝式鮪2)

4 柑定赴窮についての診佼

之

10

高度の医良の提供の実価

全3

E●

'フ

与急

5

'

1亀
.

8

8含

{庄】「丘看敷」桐には、前卑度の年間蜜皿竜歓を記入すること

(人) 0

1^

107
1備

合

,
 
0
 
1

●
7

念
 
4
 
6

,
フ

6
6き
8

3
 
6
 
6
 
B
 
●
 
0

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
全

6
 
念
,
即
3

斜
那

関
引
酷
時
 
6

8
 
,

0
"
,
那
"
側
 
N



(様式第2)

高度の医療の提供の実績

5 届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等(基本診療料)

施'1 Jよ,"の N{ 1n 、''



(様式第2)

高度の医療の提供の実績

6 届出が受理されている診療報酬制度における箪設基準等(特掲診療料)

施設」よ堀リ) H〔訓1施設 Jよ咋;の N{勲



(様式第2)

7 診疫報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

施'2 菓゛響山 f,k 動

高度の医療の提供の実績

施,良 Jよ市'亨 d)部"1

(注"特定柧能病院の名称の承認申論の合には、必ずしも記入しなくともよいこと.
2「筋設基準等の榎頬」細には、特定能病院の名称の承認申誤又は業務報告を行う3年前の4月以降に、診

疫報酬の算定方注(平成二0年厚生労甜省告示第玉九号)に先進医疫(当該病院において提供していたものに限る.)
から探り入れられた医療技術について記入すること

8 病理・匪床検査部門の概要

醐休剖1円が刑艸,Ⅲ伯11UI」走いば醐畔;綻介剖1円と州依

した荏例検討介のN1催独埋

111検ぷ竹,}

(汁)「,;1'例検討会の開俳劇」度」及び「刈般の状況Ⅱ凶にば、前{1.厘の火蒜を氾人'上ること

111 怜の状 IH

'判怜症例数1例)



(様式第2)

9 地域に一定の人的塊力を行つていること

(1)特定恨能病院Aの人的協力

"可機i窮嵯Aと爪痘先氏憧1對の連撹
訓蛤1、より半イ1t以 1:'佳■兇して派造された常
勧 X01換椋数

(注)1 常勧医師換算数」樞には前年度の実糊を記載すること

2 下記に紀げる翌件を滴たす医師を常勤換算すること.

常動ノ非僻動の后用"飴によらず、特定榎能病院A(L、わゆる「医局」を含む.)からの堀遣である二と
派遺期間が半年朱満の医師であうても、実態として半年以上の継鰻的な医師の派遺を行っているとみなすこと
ができる場合については算入すること.

特定扱舵病腕ム(し、わゆる1匡局」を含む.)の在諸期間が3年以上の医師であること(在路できるのは医師怯の
規定による匪床研慨修了後の医師)

病院の管理者(病院長)としての派造ではないこと.

特定能病院Aから別の特定榎能病院Aに照遣されている医師が、さらに別の医母楓閏に照遺される場合に
ついては.量初の無這に限り算入すること.

向一怯人が聞設する医俵機間【L、わゆる「分院」、「サテライト診毎所」排)は原則として派退先として取扱わない
ものとすること(当該医疫機関が医師少数区域又は医飾少數スポットに所在する場合は、赤遉先として取扱い、算
入対諏とすること.).

高度の医療の提供の実績

常動区飢換尊数

Ot,11、M ↓・11K域'比,1卵,心、ノ.」 ,1 , nb 牧}

人

人
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(様式第2)

10 他の医療機関に所属する医療閏係駐糧に対する研修の実施状況

高度の医療の提供の実績

機能病院8において実した日本国の医疫機関に勤務する医従牢者を対叡とした専門酌な研修内容につ(注〕
いて記戲すること.

"地域の医療機関への学晋機会の提供

ニ.なお、染対策可な範囲での名、'に対してし二研修・(注)地域の医
向上加算1の施設晶皐において京められる、岳染封策向上加算2又は呈染封笈向上加算3の届出を行っている保険医療
機関との連携に基づき実籠した教宵・研修も含む.



(様式第3)

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

1 研究費補助等の実籟

研究七氏名 1折城部円 金櫛研兜択当t 名

,、

力

け、当医療闘に所嵐する医師等力1 国、地方公共団又は公,人から補肋金の交付又は
申謂の前年度に行った研空のうち、高度の医療技術の聞発及び評価に貴するものと判断される主なものを
記入すること

2 「研魂者氏名」桐は、1つの研究について研空者が複敷いる場合には、主たる研究者の氏名を記入するこ
3 'r補助π又は委託元」欄は、補助の場含は「補」1こ、委託の場合は「委」1こ、 0印をつけた上で、補助元又
は委託πを記入すること

(新設)

ルX1才竜



(榛式第3)

高度の医療技術の聞発及び評価を行う能力を有することを証する書類

2,文発霞等の実績

凱,Ⅱ薯κ山
"*橇加揣院にオ;ける所匡

のうち、度の医俵術のおよ力前年に発殺したに

び評価に費するものと判斯されるものを70件以上記入すること.70件以上兜竪を行っている場合には、70件
のみを記戲するのではなく.合理的な笥囲で可な殴り記益すること.

2 假告の対象とするのは、筆頭著箸の所偏先が当弦特定檀能病院である論文であり.査読のある学衛M誌
に掲載されたものに餓るものであること.ただし、実愈上、当該特定檀能病院を鮒応している大学の蹟座等
と当該特定檀椛釧院の診療科が問一の組幟として活動を行っている場合においては、箱頭著者の所艮先
が大学の当該調座等であっても、諭文の数の算定封魚に含めるものであること(蓋顛著者が当該特定樋能
病院に所属Lている合に限る.)
3 「発殺者氏名」に関しては、英文で、筆蘭薯者を先頚に文に記戲された師に3名までを記載し、モれ以上
式.他、まナニはot .1とする.

4 r裁頭薯者の所鼠」1冨ついては、和文で.盤頭薯者の特定機飴康院における所民を記すること.

5 「鞭誌名.出版年月弊」櫛には、r叙誌名出版年月(原則雑誌褐載月とし、EDub.he.dofp"ntやinD-e"
掲月は認めない):岩数:談当ヘージ」の形式で記載すること
(出版がオンラインのみの坦合は鯉誌名、出版卑月(オンライン掲粧月)の後に(オンライン)と明記するこ

UⅡタ.
"'ι訊
出版休月等

記敬倒 L.ncoL マ015 DOC,3且6 ?367 9 /しみ"cot 2015 DOC(オンライン)

6 「諭文糧別」椴には、 0,i三1".1ArしCI0. C.'o f心00『L ROY旧W. Lotter.0小of工からーつ選択すること。

②高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対鉄とならない臆文(任意)

:牲ι 1',愚ゞ訂冨者σ,
ミⅡ 1',●氏飢 川えY"" 1斈")'懐仙抽F光に才」ける,モ晒

よ早価に貴に発表したもののっちる医力U )1 坐医恨に
するものと判断される生なものを記入する二と.
2 記紅方法は、前項のr高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文」の記載方法に
準じる二と.

'Ln

の医療技術の

論 X.1卓}刈

OriHI"'1 Ar11ι'14

CⅡ工ぞ report

と、
つ行技

t打

ω
囲
■
■
■
■
同
■
臣
■
臣
卿



(楳式第 3)
高度の医療技術の開発及び艀価を行う椛力を有することを証する害頬

3 高座の医療技術の開発及び誹価の実施体制
a)倫血,等沓委且会の1捌併状IY

9①倫艸栴轡舌Π分の恐櫛状洸

偶・倫理排査委0.介のr則!πの弊儲状況

下1峡゛の十九内芥

年1"1@倫艸゛杏亥員会の岡併状洸

(注)1 倫理審査委員会については、「臨床研究に関する倫理指針」に定める構成である場合に「有」
に0印を付けること。
2 前年度の実組を記載すること。

化)利益樹反を管理ナろための枯遺

①利益扣反を審介し,適'.1な管虻排嚴に0いて蛾i1十るための舌

員会の設揣圦況

②手IH主樹1ズの管劃!に閨十る規定の整伽状洸

規匪:の 1{心内容

@禾11註細反を宗介L、辿門な苦円!1告置に0いて怜i卜1 るための委

n介の聞催状況

(注)前年度の実粗を記粧すること。

得)島ぱ研究の倫旺に閨十ろ講習勺の火施

①闘咏刷突の倫艸に問十ろ講習等の実施状祝

ム'.即

有

研他'のヤ九ト,fl;

(注)前年度の実輸を記載すること。

h'. j吐



(4)研究支援組織の設置

イ1①臨床研究の史施の支援をhう航門の設枇杁'兄

惰成t1にういて'(;臭門十るものにOH1ゐお願いし 1→'.)

1.臨床研充の欠施に係ろ支援を1」ラ業拷ι、閼ナろ扣」の粍験及ぴ舐見を介、上ろ七

2.乍物統Ⅲ" 1川、ナろ朴1',1の罫栓長び.告見力有十る古

3.藁出に1對゛ろ帯充に1對ナる扣"1央芥験及び議見を介ナる占

4.ir'k樅問σH欠学系訊;円での業務侃が鳥 U 飲第・前!炎に閼,る融見を●→'ろ占

3.その他(

之鑁の主允内芥

(注) 1 圃床研究の実施の支援を行う郁門については. AC8d0爪」C ROS舶rch orι即Izatlon (ARの等
を恕定.
2 支擾内容については、陥床研究に朋する企回・立案についての相談、研突計画害・向意説
明文害等の必要な文害の作成支授等、匝床研究の実施を支提する案務をご記裁ください。



(様式第4

1 研修の内容

高度の医療に関する研修等をhわせる能力を有することを証する書頬

G主)上記の研修内容は医師庄及ぴ飽科医師法の規定による飽床研修を終7した医師及び歯科医師
に対する専門的な研修について記鮫する」と
2 研修の実總
上,し研を受けナ,11、卵数

(注)前年度の研修を受けた医師の実績を記入すること

3 研修統括者
特ι申貝K 弔"什.工女役臓『加斗"北冉氏々',

午

T

革

(注) 1 療法範h規第ハの四筑一垣又は第四項の規定1、より、有するものとされている診療
することただし、りハピリテーシヨンをhう診療科、病理診断を剥1、ついて1、必

行う診俵斜、床検行う診療科、形成外科をhう診療剥及び稔合的な診療をhう診療科
1一関して1 とする

(注) 2 内科につぃて、サブスヘシャルティ傾域ごとに研修統括者を配置Lている坦合には、すぺ
てのサブスヘシャルイ領域について研修紋括者を記載すること

(注 3 外科1、つぃて、サづスヘシやルフィ領域ごとに研修統括者を配置している場合には、すぺ
てのサブスヘシャルティ領域について研修締括者を記餓すること

俳廂劣



(様式第 4)

高度の医療に関する研修等を行わせる能力を有することを証する類

4 医師、歯科医師以外の医療従車者等に対する研修

(、師. m科伐飾以外のⅨ解従*打に計ナろ研修の突胞耿1兄(任意)

研修の上な内容

研修のjりⅡm ・'太応川数

研修のお飢リ、散

②業拷の粋州に1瑚・1'る研修の災施状洸(イT..き)

研修の 1{な内容

研修UJjU1Ⅲ1・ 1ιι施1"1数

研修のお加人牧

(注) 度の医療に関する研修等について、前年度実救を記駐すること。



様式第 4)

医師、看叢師、藁剤師に対する卒前教育

】 1ケハ,出1'4卜昂,る、i牛:ニ」.1寸る眺1人'k習竹のξ之人●1状1兄

高度の医疫に関する研修等を行わせる能力を有することを証する害類

Π'{捜の受人」L人数

突習の L九内む

③看艦師等1佼聾成所の教青課甲'における既,地実古,仍受入れ状洸

前年疫の受人れ人敦

火習のナなIAlh

(注)1「①医学部に在鋳する学生に対する能床実習等の受入れ状況」には、共用試駐に含格し
た医学生に対する酪床実晋及ぴ腐院見学等における実晋を含むものとする。
2「②藁剤師養成課程に在絡する学生の藁学実務実習の受入れ休制の有無」については、「認



6 看護師、藁剤師に対する卒後教育

a 粁値 11υ)"定打<研修:゛/Jいて

定実務実晋指昇藁剤師」(一般社団法人藁学教育協議会が認定)が配置されているか否か
を指す.実晋の受入れ人敷が0人の坦合は.実晋の主な内容の記載は不要.

"'1作度山研゛、人数

研修の女内チ;

②免引取件'後の某剤帥を対象上した靴介1力九研惚郡制のイf無

1狗イ「度の研修人数

研修のt左内芥

厚牛労働大掘の揃定を塁けた栃定研修機閼で南ること
〔イi・斗f

(イi・箪研修資任名の打峠
(有・無'n介の戚置の有無
イイi・峡/ U クラムの" 1戍のイ1無

(注) 1 「①看設師の特定行力研修にっいて、厚生劣働大臣の指定を受けた指定研修機関であるこ
と」については、指定研修扱閏が学校の場合も含む.
2 「②免許取掲直後の典剤師を対象とした総合的な研修休制の有無」にっいては、「医疫橿
閏における新人藥剤師の研修プログラムの基本的脅え方」(一般社団法人日本病院藁剤師
会)並びにr藁剤師の卒後研修カリキュラムの調査研究」(令和3年度厚生労働科学研究
費補助金健庫安全確保総含研空分野医藁品・医療俄躯等しキユラトリーサイエンス政策
研究)における藝剤師の卒後研修プログラム骨子案及ぴ藁剤師卒後研修プログラム評価系
案を参考にすること.

人



(様式鮪 5)

!1 "11」・現状 d)5」」1

仟ア11貞任占氏字,

1〒ヂE扣"1打氏名

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類

診環に1瑚

ナる詳,1!

籔

】,11 1'11

拠U1 芥科診擁日謎
げ染処力'せん
0.予術記鍬

d〕コ.ツクス1泉Lリずし

2.現削

刑院の贇
"及ぴ述

武に1劉・と
る非記鉄

糾介状
m 退院Lた懲行に低る人院川問中
'の診汝絲過の塾約及び人院診繰
,'1f仙ilt

1・111 ,島皮の1、{撰の援{典の火'靴
拙m
げ.刷川の1父汝般術の1刑発及ぴⅡ価
る 1 σ)"輪"
'"闘痩の憾雄の研修の突紬
'剛貿火紲

保井場所

紹介懲丹に11十ろ咲汝捉供の突
粥紬
人院匙1名数、外火也打及ぴ調剤
の数を明らか1'十る帳癖
医擦に係る安个普則のための擶

鋪Ⅸ汝に係る安个竹艸のための委

告H

n会の開伽状侃

(新設)

第
代1粲楓1對内における,"故械告等
項のⅨ班に係る安个の硫保を11的

、÷とした改辨山六めの力策山状況

咲汝箏故への該"i竹.υ)判1析に係
才

"
兄

一
.
'
,
施

ろ
火
係
の
に
修
嫉
研
俊
n

条
の
ト



1;Pにυ」凡?

E及び連

4'に倒・1

1、桑'比の安全仙用山ためにし.斐
となる木承認勺のN撞{,ロ,の仙別
σj伏粧1そυ)他の1古憾の収藥その
他のⅨ桑Ⅲ,の安个使川を11的と
した改誇のためω力縦山'熊鳳ガ

院内感染対策山ための斯針の策
よ状況
院内感染対策山ための舌N会ω
闇m状況

從業行に対ナる院内感染討策仂
六めの研,1の共施状;兄
感染鎧の砧,1.状況の鍬告その他
の院内感礁計策山排.迩を1Ⅱ"上
した改逃のため山方縦山火施lj
兄

1入聾",安令乍・"'1仟右'山ん!歳状
11ι

從業行に対,るD、桑",山亥令使
川のたν」の研修の契施状況
区桑Ⅲ,の'女个仙川のため山矢務
に闇,↓'る、予則1.1;d1イ1:1,t及び!,1該
ヂ顛冉{'1人弓く女疹山火施状況

る節記鉄

ぱ孃機都安介:WN資任占の配赳
耿況

従業占に対1ろ住瞭機脇の安令
仙Ⅲのための研修の契脳松呪
D{班娘χ゛の1署■Yi検にra十ろ計
1向リ)策定及び保守ゞ.(検の実施U
況

医族撹瓣の亥个仙川のために.宮
'塾となる仙傑の収築その他の作
班機器の安全仙川をΠ的とした
改熊のための方策山英脳松況

む工

¥
牙
 
3
ノ
上
て
に
^
^
ブ
J
 
,
耳

説
則
第

σ
1

m
第

"
リ
 
P
 
、
"



(様式第 6)

0病院の管理及び運宮に関する諸記録の閲覧方法
1.,1印」i計1伽i・弓ι状の別

氏1瑚屍.゛t 作占

氏1劉貿川"1 占

閻覧の飛めに比;じる場所

閻覺の下絖の概豊

病院の管理及び通営に聞する諸記録の閲覧方法に関する書類

(注)既に医療法施行規則第9条の20第1項第5号の規定に合致する方法により記録を閲覧させて
いる病院は現状について、その他の病院は計画について記載することとし.「計画・現状の
別」梱の該当する番号に0印を付けること

0病院の管理及び運営に聞する諸記録の閲覧の実緬
前年度の総閻覧件数

N閻別.゛;別 '

山科 1ケ
円

地b公比閉体

(注)特定機能病院の名称の承認申諮の合には、必ずしも記入する必要はないこと

2.現0

'◆

俳乕知

伽
伽

件
仲
件
竹
件



(様式第 6)

規則第1条の11第1項各号に掲げる医療に係る安全管理のための体制の確保に係る措置

医療に係る安全管理のための指針の整備状況

・指針の生な内容

医療に係る安全管理のための委

設貴の有無(有・無)
開催状況・年回
活動の主な内容

3 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況

研修の内容(すぺて)

④医療機聞内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の実施
状況

医療樋聞内における事故報皆等の整(有・無)
その他の改善のための方策の主な内容

会の設電及び英務の状況

医療安全管理者の配価及び婁務の状況

配皿の有無(有・無)
案務の主な内容

有・無

⑥当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録のうち、医療事故餌査制度の対諏となる
低療事故への該当性の判断に係る記鋒の整侃状況

記録の内容

(注)前年度の実頓を記入すること。



規則第1条の11第2項第1号に掲げる院内感染対策のための体制の確保に係る措置

有・無①院内屠染対策のための指針の策況

指針の主な内客

② 院内撃染封策のための委員会の開催状況

活動の主な内容

③従柔老に対する院内岳染対策のための珊修の実施状況

研惇の内容(すぺて)

イ 染症の発生状況の報告そのの内

病院における鼻生状況の報皆等の整備
その他の改善のための方策の主な内容

のための策の状況

(注)前年座の実緬を記入すること。

染対策の推進を目的とした

(有・無)



規則第1条のⅡ第2項第2号に掲げる医藁品に係る安全理のための体制の確保に係る
1牡置

回

医品安全管理任者の配置状況

従泉者に対する医藁品の安全使用のための研修の実梅状況

研修の主な内容

医藁品の安全使用のための案務に関する手娠轡の作成及び当該手峨書に基づく案務の実施状況

手順告の内訳に蕊づく業務の主な内容

④医藁品の安全使用のために必要となる宋承認等の医藁品の使用の情報その他の情報の収集モの

無)

未承認等の医薬品の具体的な使用事例(あれぱ)

その他の改普のための方策の主な内容

(注)前年座の実縞を記入する二と。

無有
年

わ
②



規則第1条の11第2項第3号に掲げる医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係
る措置

回

医檀器安全管理任看の配置状況

従業者に対する医痘機譽の安全使用のための研修の実施状況

研修の主な内容

③ 医療器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施状況

(有・無)医療機器に係る計画の策定
樋器ごとの保守点検の主な内容

④医療機罫の安全使用のために必要となる未承認等の医療檀器の使用の状況モの他の情報の収集
その他の医按機"の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況

医療橿器に係る情級の収集の整備(有・無)
未承認等の医療檀器の具体的な使用事例(あれば).

その他の改善のための方策の主な内容

・無

年

(注)前年座の実鞘を記入すること。

0
②



規則第9条の20の2第1項第1号から第13号の二に掲げる事項の実施状況

1 医全理任者の配状況

・責任暑の貴格(医師・歯科医師)
.6ケ月以上の医療安全管理部門における禦務軽験(有・無)(令和9年庶より記駐すること)
.医療安全管理責任者による医療安全管理部門、医疫安全管理委員会、医療安全管理告、医藁品安
全管理責任告及び医疫檀器安全管理責任者等の統括状況

専任の院内唾染対策を行う者の配凪状況

③医藁品安全管理責任者の案務実施状況

・医藁品に閏する情報の整理・周知に閏する梨務の状況

・未承認等の医藁品の使用に係る必要な業務の実施状況

・担当者の指名の有無(有・無)

・担当者の所鳳・職楓

(所応 職柵

(所鳳 職糧

職穐(所属

職穐(所属

・無

有・無の医療を受ける者に対する説明に聞する貴任者の配置状況

.医療の担い手が説明を行う際の同席者、樵準的な説明内容その他説明の実施に必要な方注に関す

(有・無)る規程の作成の有無

.説明等の実廊に必要な方法に関する規程に定められた事項の遵守状況の確認、及ぴ指遵の主な内

容

有【 名}・無

(所鳳

(所鳳

(所鳳

(所凪

m糧

職種

職糧

職槿



⑤診療録等の管理に聞する貴任者の選任状況

診痘録等の記載内客の破認、及び指導の主な内容

⑥医療安全曽理部門の設置状況

所属鞭員専従()名、専任()名、兼任()名

うち医師専従()名、専任()名、兼任()名

うち薬剤師・専従()名、専任()名、兼任()名

うち看設師専従()名、専任()名、兼任()名

(注)報告を提出する年度の 10月1日現在の員微を記入するこ

活動の主な内容

※平成二八年改正省令附則筑四条節一項及び筑二項の規定の適用を受ける場合には、専任の医療
^^^^●

ついての平晴からのモニタリングの具体例についても記餓すること。

⑦高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の状況

前抹皮の高賎座新規医療技術を用いた医療の申蜻件数(件)、及び許可件数(舛)

高難皮新規匡療技術の提供の適否等を決定する部門の設置の有無(有・無)

高難度新規医療技衛を用いた医療を提供する場含に、従業雪が遵守すぺき事項及び高鯉度新規医

療技術の提供の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定めた規程の作成の有無(有

無)

活動の主な内容

規程に定められた事項の遵守状況の硫認の有無(有・無)

高難度新規医療技術評価委員会の設置の有無(有・無)



⑧来承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門の状況

前年度の未承認新規医藁品等を用いた医療の申請件数(件)、及び許可件数(件)

未承認新規医藁品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門の設置の有無(有

無)

未承認新規医藁品等を用いた医疫を提供する場合に、従業者が遵守すぺき舉項及び未承認新規医

藁品排の使用条件を定め使用の適否等を決定する部門が確認すぺき事項等を定めた規程の作成の

有無(有・無)

活動の主な内容

規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無(有・無)

未承認新規医藁品等評価委会の設償の有無(有・無)

⑨ m大な痢叡が発生した場合の医療安全管理部門への報告状況等

入院患者が死亡した場合の医療安全管理部門への報借状況年件

患者の生命及び位庫に与える影智が大きい中魚であって、その発生を回避するための方法が普及

している事隷が究生した場合の医療安全管理部円への報告状況'年件

(令和9年度より記載すること.)

患者の生命及び健康に与える影響が大きい事象であって、モの鼻生を回避できる可能性が必ずし

も高いとは認められない串諏が発生した場合の医療安全管理部門への報告状況年件

(令和9年度より記すること.)

上記に関する医療安全部円の活動の主な内容

上記に聞する医療安全管理委員会の活動の主な内容

上記に関する管理者の従業員への指導の主な内容

(令和9年度より記載すること)



⑩他の特定機能病院等の管理者と連携した相互立入り及び技術的助言の実施状況

)・無)他の特定樋能病院等への立入り(有(病魏名

他の特定檀能病院等からの立入り受入れ(有(病院名

技術的助の実施状況

⑪当該痢院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる休制の確保状況

体制の確保状況

⑫職員研修の実施状況

研修の実節状況

(注)前年度の実績を記載すること

無)

(注)前年度の実績を記敢すること(⑥の医師等の所風職員の配貴状況については提出年度の10月1
日の員数を記入すること)

⑫管理者、医療安全管理責任者、医藁品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者のための研修

の実施状況

研修の実施状況



⑭医療関内における事故の発生の肪止に係る第三者による評価の受審状況、当該肝価に基づき改

善のために','ぺき措電の内容の公表状況、当該評価を踏まえ講じた措置の状況

第三者による評価の受審状況

評価に苔づき改苦のために鵠ずぺき楢置の内容の公袈状況

評価を踏まえ鵠じた楢置

(注)記鼓時点の状況を記戲すること



(様式第 6)

規則第7条の2の2各号に掲げる管理者の資質及び能力に関する基準

管理に必な資質及び能力に

・基準の主な内容

・基準に係る内部規程の公表の有無(有・無)

・公最の方法

する基準

規則第7条の3第1項各号に掲げる管理者の選任を行う委員会の設置及び運営状況

前年度における管理者の遭考の実範の有無

・選考を実施した場合、委員会の設置の有無(有・無)

・選考を実施した場合、委員名筑.委員の経歴及び選定理由の公表の有無(有・無)

・選考を実施した場合、管理者の選考結果、選考過程及び選考理由の公表の有無(有・無

・公表の方法

管理者の選任を行う委員会の委員名殉及び選定理由

委員長所属氏名
(0を付
す)

有・無

選定理由 特別の関
係

有・無

有・無

有・無
有・無



規則第9条の23第1項及び第2項に掲げる病院の管理及び運営を行うための合議体の設
匿及び運営状況

合謹体の設皿の有無

・合姫体の主要な密議内容

・審諾の概要の従粟者への周知状況

・合綴体に係る内部規程の公表の有無(有・無)

・公袈の方法

・外部有識者からの意見聴取の有無(有・無)

合綴体の委員名簿

氏名 委員長
(0を付す)

職種 役職



規則第15条の4第1項第1号に掲げる管理者が有する権限に閏する状況

管理者が有する病眺の管理及び運営に必要な権

管理者が有する権限に係る内部規程の公畿の有無(有・無)
公袈の方法

規程の主な内容

管理者をサポートする体制(副院長、院長補佐、企画スタッフ等)及び当肢職員の役割

病院のマネジメントを担う人員についての人事・研修の状況



規則第15条の4第1項第2号に掲げる医療の安全の確保に朋する監査委員会に関する状
況

監晝委員会の設固状況

・監査委員会の聞催状況

・活動の主な内容

年

.監査委会の案務実施結果の公表の有無(有・無

・委名の公殺の有無(有・無)

・委員の選定理由の公袈の有無(有・無)

・監晝委員会に係る内部規程の公表の有無(有・無

・公表の方法

回

監査委員会の委員名鄭及び選定理由

所風氏名

有・無

有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

有・無

「委の要件該当状況」の桐は、次の1~3のいずれかを記載すること.
1 医療に係る安全管理又は怯律に閏する諏見を有する者その他の学識経駿を有する者(令
和9年4月1日以降は、特定按病院の医療安全管理部円に専従で配置された経験を3年以
上持つ医師、暑護師、藁剤師であること.)
医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(1.に掲げる者を除く。)2

その他3

(注)

(注)

委員長
(0を付
す)

選定理由 利害関係 委員の契件
該当状況



規則第15条の4第1項第3号イに掲げる管理者の案務の執行が法令に適合することを確
保するための体制の整備に係る措置

管理者の案務が法令に適合すること

・体制の整備状況及び活動内容

・専門部暑の設伍の有無(有・無

・内部規糎の整伽の有無(有・無

・内都規程の公表の有無(有・無

・公表の方法

確保るための体制の整備状況

)
)



則第15条の4第1項第3号口に掲げる聞設者による業務の監督に係る体制の整備に係
る措置

開設者又は理会等による病腕の粟の監督に係るの状況

・病院の管理運営状況を監督する会議体の体制及び運営状況

・会臆体の実施状況(年回)

・会1最体への管理者の参圓の有無および回数(有・無

・会諾体に係る内部規程の公表の有無(有・無)

・公表の方怯

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称

会版体の委員名癖

氏名

有・無

有・無

有・無
有・無

会繊体の名称及び委員名卿は理事会等とは別に会議体を設識した場合に記戲すること。(注)

年回)

所属 委員長
(0を付す)

利害関係



規則第15条の4第1項第4号に掲げる医療安全管理の適正な実施に疑穣が生じた場合等
の情報提供を受け付ける窓口の状況

窓口の状況

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無(有・無)

・通報件数(却件)

.窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行った個人を識別することができないようにするための

方策モの他窓口の設置に関する必要な定めの有無(有・無)

.窓口及びその使用方法についての従案者への周知の有無(有・無)

・周知の方法



(様式第刀

1 果たしている役割に閏する情松発信

いる世削1、間ナろM 料1琵('fd)イi処1 鼻t/

UI;(Ⅱ山 j/'払、内芥'亨d)慨,映

専門性の高い対応を行う上での取組みに闘する書顛(任意)

2 姐数の診療科が連携して対痔に当たる体制

1 ;質数の診族丹が速携して対はに"1たる休1,1のイ1'処

複数の'診擁外が述携して対比;に"1たる休1円の概使

イ」

(新設)



(様式第 8 1)

厚生労働大臣

聞設者名

00病院の紹介率及ぴ逆紹介串の向上に閏する年次計画について

楳記について、医療法施行規卸1(昭和 23年厚生省令第50号)第9条の20第6号口及び第7号口の
規定に基づき、次のとおり提出Lます

1 紹介牢及ぴ逆紹介串の前年度の平均価
m 紹介ギ介半a

人抹A:帆 介 占 の

人川 B :他の病二'父け診'一紹介した懲青の数
柧 C :段ハ1Ⅱ1'動小に 1:、ーキn人された也冉の数

拠D ・初.P 人の小占の数

(注) 1 「細介率」楓は、 A、 Cの和をDで除した数に 100を乗じて小数点以下第 1位まで記入する
こと

「逆紹介卑」桐は、 BをDで除した数に 100 を乗じて小数点以下第 1位まで記入すること
B、 C、 Dは、それぞれの前年度の延数を記入すること

(新設)

月

2 紹介牢及び逆紹介率向上のための基本方針と向上のための具体的な予定措置

番
令和

記

年

(注)「細介率」又は「逆紹介牢」のうち、承認要件を満たしていないものについてのみ記載するこ
と

号
日



3年攻計画

n)紹介牢
画捌問

年i欠"橡風1介・ギ

介和圷打 圷B・1 "

第1年喚(令IU 年壇〕
第2'い度(令ln り小勘
第3"座(イT和η:1窒)
栴4イ1.度イ1;和イ1j如
第 5 イ1.壇イイ;チn イ1 哩】

(注)「紹介本」が、承認基準を満たしていない場合についてのみ記載すること.

Π

化)逆紹介率
"仙剛脚

'1.り; n標蛋1介●

"'チ11 '1 jl 11

"t)芽i1 司.喧(<;和
第 2 司.虞(イ;和 10 )
捫3年度(令ιn 年度)
打}.1'1」女(イ;1n イi.1女)
芽i5件度(令IU 作1竜)

(注)逆紹介牢が、承認要件を満たしていない場合についてのみ記載すること。

日



(様式第 8 2)

厚生労働大臣

聞設者名

00病院の酢年度の業務報告において提出した年次計画の軽過について

机記について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の20第6号口及び筑7号口の
規定に基づき、次のとおり提出Lまオ。

1 提出Lた年次計画の項目
1キ"介中、 21m紹介半
(注)上記のうち昨年度年次計回を提出したものの番号に0を付けること。

2 昨年度および今年度の実頼
昨イ11唆恍小したイ1.":'1向弁での椛紅'"頃
(突紬及びf冗措;溌)

番
令和

(注)1 左梱には、昨年度の案務報告において様式築8として報告した串項を記載すること
2 右梱には.今年度の実績及び、承認要件を満たしていない場合はその理由を記載すること

3 今後の具休的措置

記

年 月

今{1.哩のXM及び水認塾件を11珂たしてい允い場
合の則山

(注)本年度も承認要件を滴たしていない場合、2で記載した事項以外の更なる措置を記鼓する二
と。

号
日



(様式第 8 3)

厚生労働大臣

00病院の体制整備に係る計画について

探記について、次のとおり提出します.

記

1 茶伽を要する体制
IX探'猫h規則術6条の4楡リ頁に掲げろ診榛科のうち設遣して、
免許取外0 隆の県1剤帥を幻欽とした#1孃業鶚1・>に係ろ総A的女研'
看:屡凸卸ハ"ii'行ハ研"
(注)上記のうち整備に係る計画を提出するものの番号に0を付けるこ

2 上記1で1を選択した場合の具体的な診俄科

殿

3 今後の具休的な整借計画

番
令和

開設者名

年 月

号
日



(様式筑 8-4)

厚生労働大臣

開設者名

00病院の人的協力に係る年次計画について

標記について、次のとおり提出します.

1 人的協力の前年度の実縞
常動l n 換弥数

(注)承認申論する病院の場含は、承認申誇時点の実柿を記載すること。

2 人的協力の確保のための基本方針と確保のための兵体的な予定措置

殿

番
令和

記

年 月

3年次計画
計画捌問

什よ目標人数

1;111 11'"
第 1 什.」皇(令和
第2何度(介和
朔3年唆(イ?和
牙} 4 匂.」立(ζ1和
捌 5 匂.」立(令和

H ~介和

什.」空〕
午度〕
年地〕
イ1,」女〕
イ1.嘆)

号
日



(様式第 8 5)

厚生労働大臣

開設者名

00病院の昨年度に提出した人的協力に係る年次計画の経過について

稱記について、次のとおり提出します.

1 昨年度およぴ今年度の実軸
"卵川拠川 Lた".M;計内.1Tでの桃告.1リ典
じ熊袖及ぴ十・)L雛1片)

殿

(注)1 左梱には、昨年度に様式筑8-4又は8-5により報告した事項を記哉すること。
2 右掴には、今年度の実鯛及び、年次目標人數を満たしていない場合はモの理由を記載するこ
と。

2 今後の具休的柑置

番
令和

記

年 月

0".哩のリt綺及びηJ欠U 橡人数を↓量成L'ごいh
い場介の,11111

(注)抹次目人数を達成していない合は
の更なる具体的措債について記駐すること。

1の r違成していない場合の理由」に記載した以外

号
日



(様式第 9)

但生労働大臣

根記につぃて、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の3の規定に基づき、以下のとおり
変更があつたので届け出ます。

乳存

変史が'ら(ナ市1Π及びそ山内容

00病院に聞する褒更について

番

令和

(注)1 必要がある場合は級紙に記戯して澪付する二と
?開設者名の記入箇所及び「名称」梱には、変更があった合は、変硬後のものを記入する
こと。

3 「変受があった事項及びその内容」梱には、隻更があうた那項を明らかにした上で、その事
項についての変更のみを、変璽前と寳更後の内容を区別して下記により記入すること.
1 聞設者の氏名及び名称の変受については、変受前のもののみを記戲する二ととしても
差支えない.
診療科名の嚢更の場合は、医療法範行規則第6条の4に褐げる診療科名をそれ以外の
診療科名よりも先に記入し、削除又は追加された診療剥名に下線を付すこと.
集中治療室、無菌病室等又は医藁品惰報管理室の構造設の変亜については、承認申
誇書に記載することとされている亭項に係る変更のみを変受前と変更後のそれぞれを区
別Lて記入すること。なお、集中治療室.無苗病室等又は医藁品情管理室を有しなくな
つた合にはその旨を記鼓し、固定式の無菌病室や専用の医藁品情報管理室を新たに設け
たなどの場合には承認申請に記戲することとされているものと同じ事項について記入
すること.

(記戯例:50床増床し、集中治療室にぺースメーカーを導入した場合)
病床数
変更前 550床
賓亜後 1600床
集中治毎室にえる機器
変更前.人工岬吸装置、心電計、心細動除去装置
変更後:人工呼吸装置、心1Ⅱ計、心細動除去叢償、ペースメーカー

聞設者名

年 月

号
日



(様式第 10)

厚生労働大臣

00病院の泉務に閲する報舌について

記にっいて、医療怯(昭和23年法律第 205号)第 12条の3第 1項及び医療法施行規則(昭和
23年庫生省令筑50号)第9条の2の2の第1項の規定に基づき、令和年度の案務に関して報告
します.

記

1 開設者の住所及び氏名
イ1 T

氏 佑

(注)開般者が怯人である場合は、「住所」欄には法人の主たる車務所の所在地を、「氏名」楓には
法人の名称を記入すること

称2名

3 所在の場所

4 特定機能病院の類型
I kY吊院本院 1"而:攘能叩院<)
2Π;嶋iι抱打"ιⅡ粂6 条の3 菊3 貞1、蜘定 1'る"定臘能捌院("定儘能捌院B)
11太嘘松.応"規則茅9条υ)_0 扮 11ι第 1,}小の規定を満たさない将定幟慌病1達イそυ)他山"冗
機能刑院)

(注)上記のいずれかを遭択し、番号に0印を付けること

5 診疫科
51 設置する診痘判の区分
」匡懈訟.絶li規則挑6条の4錦 1珀の規定にⅡバき.イi十ぺき診瞭"'上ぺてを巌置
21ケJ夕止絶li規則徳 6 条●14 条4」貞の規定によη読み1夕えられた同条染 1」Rσ){見IEに菓弓き. n
探i上拠Π脱則鋪6条の3排3」貞に悦定'1'る特珪機能刑院として. U以 1ソハ診蠏科を設掛
11丈出lt施行琳則の細;を1捻1ト・1 る省令【令和 S (1:セ'牛労働竹令鯖田")による1女1干前のΠ;脚
1厶施1」現則の蜆冗に4弓き、イ1,ぺき診療昇を設借

(注)1 上記のいずれかを選択し、番号に0印を付けること
2 その他の特定機能痢院の坦合については、 3に0印を付けること

番
令和年

聞設者名

月

(新設)

"'1'{

号
日

-
T



5-2 標携している診療科名
ι1)ν、11〒

イ1 儒内科

内科と劃フ'A、わせた診擦科乳'・;

1叶「殴揣内科2梢化器内科 3粥環献内科 1〒艶議内" 5袖弊内科 6血'伎内科7い1分i必内科
H代謝内科 9感染1ル内科 10ソレルギー疾患内科またはアレルギー科Πりウマチ科

診擦実縦

(注)1 「内斜と組み合わせた診療科名等」欄については、標楞している診療剥名の番号に0印を付
けること.
?「診療実願」梱については、「内科と組み合わせた診療判名等」梱において、櫑楞していな
い診療科がある場合、その診係科で提供される医療を、他の診療判で提供している旨を記載す
ること

化)外昇

イ1外科

外"上割1み合わせた診榛科凱
1呼1唖器外f千 2珀化噐外科 3乳腺外科 4心臆外科 5111芥外科 6心臘血井外,トフ内分琵、外手
H小児外科

診瞭実軸

(注)1 「外判と組み合わせた診疫斜名」梱については、択摘している診療科名の番昇に0印を付け
ること
2 r診療実績」梱については、「外科」「呼吸邪外科」「消化器外科」「乳腺外科」「心戟外
判」「血管外斜」「心諺血管外科」「内分泌外科」「小児外科」のうち、爆拷していない科が
ある燭含は、他の裸構科での当該医療の提供実紬を記載すること(「心脆血管外科」を槻楊し
ている場合は.「心臓外科」「血管外科」の両方の診療を提供しているとして差し支えない二
と).

5皮膚科 6i必尿劉科 7速婦人科
n放射線科 B放射線診断科

(3)その他の標セかし、ーいる二とがJkめらILろ診ぎ、オ"ケ
3 形外; 4脳争1,鞍外f11青中11科 2小児手

11Ⅱ身叩1喉科94゛人科 101艮1トヌ"科

14放01線1台女.科 151悼小科 16救忽科
(注)柧楞している診療制名の暑号に0印を付けること.

イ1
U)由チ

南科

所弁と組み今わせた診臓11乳

1小児南科 2鴫11・歯科:{1明や外科
歯科の診療休制

*1「

(注) 1 「歯科」梱及び「歯科と組み合わせた診療科名」欄については、根桟Lている診療科名の番
号に0印を付けること。
2 「歯科の診療休制」梱については、医療法施行規則第六条の四第玉項の規定により、柵桷し

中幕



(5)

ている診療科名として r歯科」を含まない病院については記入すること

いる分婿f斗タ,1 ノ外、の{{1 11 1 )

Ⅱ10N 」

IH171「】5

(注〕 1桷している診愈科名について記入すること,

53 その他設匿していることが東められる診療剥

ハノ j テ【シ.ンを lr '1診 11
!診liを1」ラ診班科

イ」検゛を行う診捌科
旬〒え,11 ら診鵤t手〒

、 1・允詮療をiiう診療,1

(注) 1 一番右の梱には、それそれの診療斜において提供されるぺき医療を実質的に提供している
ビノYーシン判、床部門など.診療科又は部門を記粧する」と
名は含まれていないことまた、その他の診療2 総合的な診療をhう療科は探構

科についても、必ずしも標桷の必はな」と

6 病床数
ノ、

府1巾

7 医師

r

愉1

業」

徐

1永

歯科医師、藁剤師看
」,,雫

況 .亥. 1素畢;'才」いて老

を払.1 一いろ

11ι 1

師及び准看論師管理栄士その他の従梨者の

人

气」しる'、ひ.1粲

*十 Tπ

イ1
f ' 1

"舟
(注)1 組書を提出する年度の10月1日現在の員数を入すること
2 栄の員数1、は、埋栄士の員数は含めオいで記入する二と
3「▲」に=、非の者を当該病院の常動の従者のの務により常動換算Lた
員敗と常勤の者の員赦の合計を小做点以下2位を切り枯て、小敷点以下1位まで算出して記入
すること.モれ以外の欄には、それぞれの員数の単親合計員敷を記入すること。

、

、

人

1 1

1 1」

h
 
3
 
0

冉
 
2
 
9

人
、
人
一
人
.
人
一
人

人
人
一
人

β

人
人
一
、

組
狐



8 専門の医師数
人数町門げ乍人数町門π々',

眼1総合内科導円Ⅸ D

""咽唯丹専門b人外科専内Ⅸ
放 01 線科'1゛ 1"1 医閑艸,1'1゛例医 人

脳1*祥外科噂1晶j偲小児 11専判区

幤形外科.リ川1ケ皮 1"重ト'μ円 11
咋酔科 Ui11リ氏1" 1吠ユ穿科市 1"1 "C 人

枚急科町門五人産ι,t1人科 1サ虻

'」」塑山円 D形咸外科 U ,1 美 人

人 ハビ」テー,,ン昇゛什ぞ[1臨 H、検゛', F11 欠

介計総f;,'モ 1,,11、

報告書を提出する年座の10月1日現在の員数を記入すること。(注)

人数には、非常勤の名を当諒病院の常勤の従車名の通常の動務時問により常勤換算した員数
と常勤の者の員数の合計を小数点以下1位を切り捨て、整数で算出して記入すること。

年 月

9 管理者の医療に係る安全管理の集務の軽験
)任命年月日令和管理者名(

10 前年度の平均の入院患者.外来患者及び調剤の数
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及ぴ外来患者の敷

.ノ、Ik "峅以外 1'科羊

1 1:!iたりア"リJ克小、占数

1 Π当た"・rHJ外火燃打数
刑1 羽『た"・r 均訓刑数

立.嗹伝伽1改

必妾南手1氏'斬数

必要薬剤伽i数
必姜【芥D ;斤:色師数

(注)1 「歯科等」欄には、歯科、冊正歯科、小児歯科及ぴ歯科口腔外科を受診した患者数を、
科等以外」棚にはそれ以外の診探料を受診した走者数を記入すること
2 入院忠者数は、前年度の各判別の入院患者延数(毎日の 24時現在の在院患君数の合11)を暦
日で除したを記入すること.
3 外来患者数は、前年度の各科別の外来患者延数をそれぞれ病院の年間の実外来診療日數で除
した数を記入すること.
4 餌剤数は、前年度の入院及び外来別の調剤延敷をそれぞれ暦日及び実外来診療日数で畭した
融を記入すること.
5 ●要医師数、必要歯判医師数、必嬰藁剤師數及び必要(准)看護師数については、医侵法
施行規則第22条の2の算定式に基づき算出すること.

日

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

人
人
人
人
「

人
人

人
人

人
人



11 施設の

1」苗:?乏'.
無小胎榛卵

造設備
峠而砧

111

床而輸印Ⅲ'式の場合,塾「'i」゛iaS 笘

数[捗動式の場合 '.;

抽〔専川纎の場合"、桑 'リ m

[JU"全の場介 北」"・bろ巨'マ',M轍贄岬塞
( 1.ナC'女儲)化ツ検件耶 111

('17ん'役俳)佃m検舎* ITI

(.1ξナ'a女f{ヨ)1猫艸験件宝 "1

(十允設倫)卯,凡解J 郵 111

(上ん誰備)プι,研 nl '

収響定軸Hf数美 1"

蔵'数室戡至 "1

(注)1 主要造には、蝕筋コンクリート、簡易耐火、木造等の別を記入すること。
2 主な設備は、主たる医m恨器、研究用機器、教官用僅等を記入すること。

(注)「委員の更件肱当状況」の掴は、次の1~3のいずれかを記載すること.
1.医痘に係る安全管理又は法佳に閏する織見を有する者その他の学嵐軽験を有する者(令
和9年4月1臼以降は.医療安全管理部門に配置された卑従の医師、藁剤師又は看護師と
して3年以上の鮭験がある者に限る.)
2.医療を受ける者その他の医療従事者以外の者 a.に掲げる者を除く.)
3 その他

人

冊秤厘

選ンL"巾

1占肝

人'呼吸裴置

,毛、.眺,丑乍胆

刷霄叫係

(注)

設

の出七山数初診

「紹介那」欄は. A、 Cの和をDで鰍した数に 100 を乗じて小数点以下第 1位まで記入する
こと.

「逆紹介牢」梱は、 BをDで除した数に100を乗じて小数点以下第1位まで記入すること.
B、 C. Dは、それぞれの前年度の延数を記入すること。

ヘーノ、メーカー

菊床敬

委貞の聾"

該二状況

12 紹介率及び逆紹介宰の前年度の平均値
?.1 井

介 古小 央

他の,院丈比ψ雄所に紹介した忠名の数
赦13削Π動小.:、 L ?て,n人された也岩υ1

13 監査委員会の委員名築及ぴ委員の選定理由(注)
舌貝長所餌氏名

(0是付
、」')

イ1

符八
川B

川C

拠数

床

偏

嶋、

h'・処

イ1・糾

m
e

%
人
人
人
人

卓づ羊
」%

数

"
無
賀
里
是
仙

介
0
右
"
"
n

2
3



M 監晝委員会の委員名鯖及び委員の選定理由の公般の状
昏員名緯の公支のイ1盤
委員の避比理巾の公貞のイ!'班
公喪の力'松



(様式第")

班粂、支状況

1 医集.益

1 入院診療収益

2 特別の療養環坂収益

3 外来診療収益

科目

保.'イ藤収益(母容担合むi

公害等診療収益

その他の診療収益

係、霞療収('署f工担含む)

公害等診療収益

その他の診療収益

4 その他の医収益

(うち)保僅予防活動収益

医粂収益合計

五介護'益

口痢院として介保験事業を実施していない
※病院として介謹保陵革鼠を実庇していない嶋合は、チェ・ノク血"ロ'にチエツクを入れてください
この坦合. r口介旗収益」の記入の●要はあり式せん

金額科目

1 垢設サーピス収益

2 居宅サービス収益

(うち)短期入所療妥介、分

3 その他の介簸収益

介護収益合計

俳廂劣

円
円
内
円
角
円
円
円
.
円
^

円
円
円
円
円0



皿醒集・介護費用

1 材料費

医藁品費

診療材料費・医療消耗器,偏品費

(うち)特定保険医疫村料費

給食用材料費

2 給与費

(うち)通勤手当

(うち)法定福利費

3 委託費

(うち)給食委託費

(うち)人材委託費

(うち)紀介手数料

4 設備関係費

(うち)減価慣却費

(うち)建物減価却費

(うち)医療、認減価償却費

(うち)設倶檀器貫借料

(うち)医療機器負惜料

(うち)土地賃惜料

(うち)消費税課税対欽費用(設倶機器賃借料を除く)

5 経費(光熱水費、医案倒損失等)

(うち)消費税課税対象費用

(うち)水道光熱費

6 モの他の医業・介綬費用

(うち)消費税課税対象費用

(うち)控除対象外消費税等負担額(※)

医稟・介體費用合計

※軽理方式が税抜の場合のみ記入してください

1 その他の収益

(うち)補助金・負担金等のうち人件費補助・運営費補助

(うち)補助金・負担金等のうち設備補助

科

利

目

目

の費用

利目

0円

N 掛益豊額

損益差額(医窯収益合計+介護収益合計一医業・介唆費円合計〕

V その、の取益・その

円
円
円
円
円
円
円
円
一
円
一
円
一
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
一
円
円
円
円



2 モの他の費用

机 別益・特損失

1 特別利益

2 特別損失

匝趣損益差額

利

総横益差額狽益長纐+その他の収益

科

匝税

自

1 法人税

2 住民税

3 率案税

目

モの他の黄剛+"別判益謁則禎失

区税引の総饗益楚

利目

税引後の総損益差額織損益畏帥一税金)

(注)医業収支状況に聞しては、前年度の実緬を記載すること

利 目

金額

金額

金額

金額



這


